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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信システムで移動端末機によってハンドオーバーを遂行するための方法であって、
　ハンドオーバーの必要性を検出すると、ハンドオーバー要求メッセージをサービング基
地局に伝送する段階と、
　ハンドオーバーがターゲット基地局のうちのいずれか一つに遂行されている間で、前記
移動端末機がハンドオーバーの取り消しを決定すると、前記サービング基地局にハンドオ
ーバーの取り消し情報を含むハンドオーバー指示メッセージを伝送する段階と、
　前記サービング基地局への接続を継続して維持する段階と、を含み、
　前記ハンドオーバーの取り消し情報は、前記ターゲット基地局のうちのいずれか一つに
遂行されているハンドオーバーを前記移動端末機が取り消すことを示すことを特徴とする
ハンドオーバー方法。
【請求項２】
　前記ハンドオーバー指示メッセージは、２ビットで構成された前記ハンドオーバーの取
り消し情報を含むハンドオーバー指示タイプフィールドを含むことを特徴とする請求項１
記載のハンドオーバー方法。
【請求項３】
　前記サービング基地局のキャリア対干渉雑音比（ＣＩＮＲ)が第１のしきい値より低い
場合にハンドオーバーの必要性を検出することを特徴とする請求項１記載のハンドオーバ
ー方法。
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【請求項４】
　前記サービング基地局のキャリア対干渉雑音比が前記ターゲット基地局のうち選択され
た一つのＣＩＮＲより低い場合にハンドオーバーの必要性を検出することを特徴とする請
求項１記載のハンドオーバー方法。
【請求項５】
　前記移動端末機は、前記ハンドオーバー中に、前記サービング基地局のキャリア対干渉
雑音比（ＣＩＮＲ）が第２のしきい値より大きい場合に前記ハンドオーバー手順を取り消
すことに決定することを特徴とする請求項１記載のハンドオーバー方法。
【請求項６】
　前記移動端末機は、前記ハンドオーバー中に、前記サービング基地局のキャリア対干渉
雑音比（ＣＩＮＲ）が前記ターゲット基地局の中の前記一つのＣＩＮＲより大きい場合に
前記ハンドオーバーを取り消すことに決定することを特徴とする請求項１記載のハンドオ
ーバー方法。
【請求項７】
　通信システムでサービング基地局によってハンドオーバーを遂行するための方法であっ
て、
　移動端末機からハンドオーバー要求メッセージを受信する段階と、
　前記移動端末機に対するハンドオーバーがターゲット基地局のうちいずれか一つに遂行
されている間で、前記移動端末機からハンドオーバーの取り消し情報を含むハンドオーバ
ー指示メッセージを受信する段階と、
前記移動端末機に対するハンドオーバーを取り消す段階と、
　前記移動端末機に対する接続を継続して維持する段階と、を含み、
　前記ハンドオーバー要求メッセージは、ハンドオーバーの必要性を検出すると、前記移
動端末機によって伝送され、前記ハンドオーバーの取り消し情報は、前記ターゲット基地
局のうちいずれか一つに遂行されているハンドオーバーを前記移動端末機が取り消すこと
を示すことを特徴とするハンドオーバー方法。
【請求項８】
　前記移動端末機に対するハンドオーバーを取り消す段階は、前記ターゲット基地局のう
ちいずれか一つに前記ハンドオーバー取り消しメッセージを伝送する段階を含むことを特
徴とする請求項７記載のハンドオーバー方法。
【請求項９】
　前記ハンドオーバー指示メッセージは、２ビットで構成された前記ハンドオーバー取り
消し情報を含むハンドオーバー指示タイプフィールドを含むことを特徴とする請求項７記
載のハンドオーバー方法。
【請求項１０】
　通信システムで、移動端末機によってハンドオーバーを遂行するための方法であって、
　ハンドオーバーの必要性を検出すると、サービング基地局にハンドオーバー要求メッセ
ージを伝送する段階と、
　複数のターゲット基地局から前記移動端末機にサービスを提供できるターゲット基地局
のリストを含む第１のハンドオーバー応答メッセージを、前記サービング基地局から受信
する段階と、
　前記第１のハンドオーバー応答メッセージを受信した後に、前記移動端末機はハンドオ
ーバーの拒絶を決定すると、前記サービング基地局にハンドオーバー拒絶情報を含むハン
ドオーバー指示メッセージを伝送する段階と、
　前記ハンドオーバー指示メッセージを伝送した後に、前記複数のターゲット基地局から
前記移動端末機に前記サービスを提供できるターゲット基地局の新規リストを含む第２の
ハンドオーバー応答メッセージを、前記サービング基地局から受信する段階と、を含み、
　前記ハンドオーバー拒絶情報は、前記移動端末機がハンドオーバーを拒絶することを示
し、ターゲット基地局の前記新規リストは、前記第１のハンドオーバー応答メッセージの
ターゲット基地局の前記リストとは異なることを特徴とするハンドオーバー方法。
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【請求項１１】
　前記ハンドオーバー指示メッセージは、２ビットで構成された前記ハンドオーバー拒絶
情報を含むハンドオーバー指示タイプフィールドを含むことを特徴とする請求項１０記載
のハンドオーバー方法。
【請求項１２】
　前記サービング基地局のキャリア対干渉雑音比（ＣＩＮＲ)が第１のしきい値より低い
場合にハンドオーバーの必要性を検出することを特徴とする請求項１０記載のハンドオー
バー方法。
【請求項１３】
　前記サービング基地局のキャリア対干渉雑音比（ＣＩＮＲ)が前記ターゲット基地局の
うち選択された一つのＣＩＮＲより低い場合にハンドオーバーの必要性を検出することを
特徴とする請求項１０記載のハンドオーバー方法。
【請求項１４】
　前記ハンドオーバー指示メッセージを伝送した後に、前記ハンドオーバー要求メッセー
ジを再伝送する段階をさらに含むことを特徴とする請求項１０記載のハンドオーバー方法
。
【請求項１５】
　通信システムで、サービング基地局によってハンドオーバーを遂行するための方法であ
って、
　ハンドオーバー要求メッセージを移動端末機から受信する段階と、
　複数のターゲット基地局から前記移動端末機にサービスを提供できるターゲット基地局
のリストを含む第１のハンドオーバー応答メッセージを、前記移動端末機に伝送する段階
と、
　ハンドオーバー拒絶情報を含むハンドオーバー指示メッセージを、前記移動端末機から
受信する段階と、
　前記複数のターゲット基地局から前記移動端末機に前記サービスを提供できるターゲッ
ト基地局の新規リストを含む第２のハンドオーバー応答メッセージを、前記移動端末機に
伝送する段階と、
　前記ハンドオーバー拒絶情報は、前記移動端末機がハンドオーバーを拒絶することを示
し、ターゲット基地局の前記新規リストは、前記第１のハンドオーバー応答メッセージの
ターゲット基地局の前記リストとは異なることを特徴とするハンドオーバー方法。
【請求項１６】
　前記ハンドオーバー指示メッセージは、２ビットで構成された前記ハンドオーバー拒絶
情報を含むハンドオーバー指示タイプフィールドを含むことを特徴とする請求項１５記載
のハンドオーバー方法。
【請求項１７】
　前記ハンドオーバー指示メッセージを受信した後に、前記ハンドオーバー要求メッセー
ジを前記移動端末機から受信する段階をさらに具備することを特徴とする請求項１５記載
のハンドオーバー方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は広帯域無線通信システムに関するもので、特に、直交周波数分割多重（Ｏｒｔ
ｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ：
以下、‘ＯＦＤＭ’とする）/直交周波数分割多重接続（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　Ａｃｃｅｓｓ：以下、‘
ＯＦＤＭＡ’とする）方式を用いる広帯域移動通信システムにおけるハンドオーバー遂行
方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　次世代通信システムである４世代（４ｔｈ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ：４Ｇ）通信システ
ムで、約１００Ｍｂｐｓの伝送速度を有する多様なサービス品質（ＱｏＳ）を有するサー
ビスをユーザーに提供するための活発な研究が進んできている。現在、３世代（３Ｇ）通
信システムは、一般的に比較的劣悪なチャンネル環境を有する屋外チャンネル環境では約
３８４ｋｂｐｓの伝送速度を支援し、比較的良好なチャンネル環境を有する室内チャンネ
ル環境でも最大２Ｍｂｐｓ程度の伝送速度を支援する。
【０００３】
　一方、無線近距離通信ネットワーク（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：以下、
‘ＬＡＮ’とする）システム及び都市規模ネットワーク（Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ　Ａ
ｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：以下、‘ＭＡＮ’とする）システムは一般的に２０Ｍｂｐｓ～
５０Ｍｂｐｓの伝送速度を支援する。現在４Ｇ通信システムでは、比較的高い伝送速度を
保障する無線ＬＡＮシステム及び無線ＭＡＮシステムに移動性（ｍｏｂｉｌｉｔｙ）とＱ
ｏＳを保障する形態で新たな通信システムを開発し、４Ｇ通信システムで提供しようとす
る高速サービスを支援するための研究が活発に進行されている。
【０００４】
　無線ＭＡＮシステムはそのサービス領域（ｃｏｖｅｒａｇｅ）が広く、高速の伝送速度
を支援するため、高速通信サービスを支援するのに適合する。しかしながら、無線ＭＡＮ
システムは、ユーザー、すなわち加入者端末機（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ
：ＳＳ）の移動性を全く考慮しないシステムであるため、加入者端末機の高速移動による
ハンドオーバー（ｈａｎｄｏｖｅｒ）も全く考慮されていない。ここで、無線ＭＡＮシス
テムは広帯域無線接続（Ｂｒｏａｄｂａｎｄ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ａｃｃｅｓｓ：ＢＷＡ
）通信システムとして、無線ＬＡＮシステムに比べてそのサービス領域が広く、より高速
の伝送速度を支援する。
【０００５】
　一方、無線ＭＡＮシステムの物理チャンネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）に
広帯域伝送ネットワークを支援するためにＯＦＤＭ方式及びＯＦＤＭＡ方式を適用したシ
ステムが、ＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌ
ｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２．１６ａ通信システムである。前記Ｉ
ＥＥＥ８０２．１６ａ通信システムはＯＦＤＭ/ＯＦＤＭＡ方式を使用する広帯域無線接
続通信システムである。このＩＥＥＥ８０２．１６ａ通信システムは前記無線ＭＡＮシス
テムにＯＦＤＭ/ＯＦＤＭＡ方式を適用するために複数の副搬送波を用いて物理チャンネ
ル信号を送信することによって、高速データ送信が可能である。したがって、ＩＥＥＥ８
０２．１６ａ通信システムは、ＯＦＤＭ/ＯＦＤＭＡ方式を使用する広帯域無線接続通信
システムである。
【０００６】
　下記に、ＩＥＥＥ８０２．１６ａ通信システムの構造を図１を参照して説明する。
　図１は、一般的なＩＥＥＥ８０２．１６ａ通信システム構造を示すブロック構成図であ
る。ＩＥＥＥ８０２．１６ａ通信システムは、単一セル（ｓｉｎｇｌｅ　ｃｅｌｌ）構造
を有し、基地局（Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ：ＢＳ）１００と、この基地局１００が管理
する複数の加入者端末機１１０，１２０，１３０で構成される。基地局１００と加入者端
末機１１０，１２０，１３０との間の信号送受信は、ＯＦＤＭ/ＯＦＤＭＡ方式を通じて
遂行される。
【０００７】
　ここで、ＩＥＥＥ８０２．１６ａ通信システムのダウンリンクフレームの構造は、図２
を参照して説明する。図２は、一般的なＩＥＥＥ８０２．１６ａ通信システムのダウンリ
ンクフレームの構造を概略的に示す図である。
【０００８】
　図２を参照すると、ＩＥＥＥ８０２．１６ａ通信システムのダウンリンクフレームは、
プリアンブル（ｐｒｅａｍｂｌｅ）領域２００と、放送制御領域２１０と、複数の時間分
割多重（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ：ＴＤＭ）領域２２０，２３
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０とを含む。基地局と加入者端末機との相互同期を獲得するための同期信号、すなわちプ
リアンブルシーケンス（ｐｒｅａｍｂｌｅ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ）がプリアンブル領域２０
０を通じて送信される。放送制御領域２１０は、ダウンリンク（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ：ＤＬ
）_ＭＡＰ領域２１１と、アップリンク（Ｕｐｌｉｎｋ：ＵＬ）_ＭＡＰ領域２１３を含む
。ＤＬ_ＭＡＰ領域２１１は、ＤＬ_ＭＡＰメッセージが送信される領域として、ＤＬ_Ｍ
ＡＰメッセージに含まれる情報要素（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ：ＩＥ）
を、下記の＜表１＞に示す。
【０００９】
【表１】

【００１０】
　＜表１＞に示すように、ＤＬ_ＭＡＰメッセージは、複数のＩＥ、すなわち送信される
メッセージのタイプを示す‘Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｙｐｅ’と、同
期を獲得するために物理チャンネルに適用される変調方式及び復調方式により設定される
‘ＰＨＹ（ｐｈｙｓｉｃａｌ）　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ’と、ダウンリンクバ
ーストプロファイルを含むダウンリンクチャンネルディスクリプト（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔ：ＤＣＤ）メッセージの構成変化に対応するカウント
を示す‘ＤＣＤ　ｃｏｕｎｔ’と、基地局識別子（Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｉｄｅｎ
ｔｉｆｉｅｒ：ＢＳＩＤ）を示す‘Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　ＩＤ’と、この‘Ｂａｓ
ｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　ＩＤ’以後に存在する要素の個数を示す‘Ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　Ｄ
Ｌ_ＭＡＰ　Ｅｌｅｍｅｎｔ　ｎ’とを含む。特に、ＤＬ_ＭＡＰメッセージは、後述する
レンジングの各々に割り当てられるレンジングコードに関する情報を含む。
【００１１】
　また、ＵＬ_ＭＡＰ領域２１３は、ＵＬ_ＭＡＰメッセージが送信される領域として、こ
のＵＬ_ＭＡＰメッセージに含まれるＩＥを示すと、下記の＜表２＞のようである。
【００１２】
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【表２】

【００１３】
　＜表２＞に示すように、ＵＬ_ＭＡＰメッセージは複数のＩＥ、すなわち送信されるメ
ッセージのタイプを示す‘Ｍｇｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｙｐｅ’と、使用
されるアップリンクチャンネル識別子を示す‘Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ＩＤ’と
、アップリンクバーストプロファイルを含むアップリンクチャンネルディスクリプト（Ｕ
ｐｌｉｎｋ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔ：ＵＣＤ）メッセージの構成変化に対応
するカウントを示す‘ＵＣＤ　ｃｏｕｎｔ’と、‘ＵＣＤ　ｃｏｕｎｔ’以後に存在する
要素の個数を示す‘Ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　ＵＬ_ＭＡＰ　Ｅｌｅｍｅｎｔ　ｎ’とを含む
。ここで、アップリンクチャンネル識別子は、媒体接続制御（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ：ＭＡＣ）サブ階層（ｓｕｂ-ｌａｙｅｒ）で唯一に割り当てられる。
【００１４】
　また、図２に示すように、ＴＤＭ領域２２０，２３０は、加入者端末機別にＴＤＭ/時
間分割多重接続（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：ＴＤ
ＭＡ）方式で割り当てられたタイムスロット（ｔｉｍｅ　ｓｌｏｔ）に該当する領域であ
る。基地局は、予め設定されたセンターキャリア（ｃｅｎｔｅｒ　ｃａｒｒｉｅｒ）を用
いて基地局が管理している加入者端末機に放送すべき放送情報をダウンリンクフレームの
ＤＬ_ＭＡＰ領域２１１を通じて送信する。加入者端末機は、パワーオン（ｐｏｗｅｒ　
ｏｎ）することによって、加入者端末機の各々に予め設定されたすべての周波数帯域をモ
ニタリングし、最も高いパイロットキャリア対干渉雑音比（Ｃａｒｒｉｅｒ　ｔｏ　Ｉｎ
ｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ：以下、‘ＣＩＮＲ’とする）
を有するパイロットチャンネル信号を検出する。
【００１５】
　また、加入者端末機は、最高のＣＩＮＲを有するパイロットチャンネル信号を送信した
基地局を自分の現在属している基地局として判断する。この加入者端末機は、基地局で送
信するダウンリンクフレームのＤＬ_ＭＡＰ領域２１１とＵＬ_ＭＡＰ領域２１３を確認し
、自分のアップリンク及びダウンリンクを制御する制御情報及び実際データ送受信位置を
示す情報を確認する。
【００１６】
　上記のＵＣＤメッセージの構造を、＜表３＞のように示す。
【００１７】
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【表３】

【００１８】
　＜表３＞に示すように、ＵＣＤメッセージは複数のＩＥ、すなわち送信されるメッセー
ジのタイプを示す‘Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｙｐｅ’と、用いられる
アップリンクチャンネル識別子を示す‘Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ＩＤ’と、基地
局でカウントされる‘Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｇｅ　Ｃｏｕｎｔ’と、ア
ップリンク物理チャンネルのミニスロット（ｍｉｎｉ-ｓｌｏｔ）のサイズを示す‘Ｍｉ
ｎｉ-ｓｌｏｔ　Ｓｉｚｅ’と、初期レンジングを用いるバックオフの開始点を示す、す
なわち初期レンジングを用いる最初バックオフウィンドウサイズを示す‘Ｒａｎｇｉｎｇ
　Ｂａｃｋｏｆｆ　Ｓｔａｒｔ’と、初期レンジングを用いるバックオフの終了点を示す
、すなわち最終バックオフウィンドウサイズを示す‘Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｂａｃｋｏｆｆ　
Ｅｎｄ’と、‘ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｄａｔａ　ａｎｄ　ｒｅｑｕｅｓｔｓ’のための
バックオフの開始点を示す、すなわち最初バックオフウィンドウのサイズを示す‘Ｒｅｑ
ｕｅｓｔ　Ｂａｃｋｏｆｆ　Ｓｔａｒｔ’と、‘ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｄａｔａ　ａｎ
ｄ　ｒｅｑｕｅｓｔｓ’のためのバックオフの終了点を示す、すなわち最終バックオフウ
ィンドウサイズを示す‘Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｂａｃｋｏｆｆ　Ｅｎｄ’とを含む。
【００１９】
　ここで、バックオフ値は、下記に説明するレンジングが失敗した場合に、その次のレン
ジングのために待機すべき一種の時間値を示す。基地局は、加入者端末機がレンジングに
失敗した場合に、その次のレンジングのために待機すべき時間情報であるバックオフ値を
加入者端末機に送信しなければならない。例えば、‘Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｂａｃｋｏｆｆ　
Ｓｔａｒｔ’と‘Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｂａｃｋｏｆｆ　Ｅｎｄ’による値が１０に設定され
ると、加入者端末機は、２１０回（１０２４回）のレンジングを遂行することができる機
会をパスした後に、次のレンジングを遂行しなければならない。
【００２０】
　ＩＥＥＥ８０２．１６ａ通信システムのアップリンクフレームの構造は、図３を参照し
て次に説明する。図３は、一般的なＩＥＥＥ８０２．１６ａ通信システムのアップリンク
フレームの構造を概略的に示す図である。
【００２１】
　図３の説明に先立って、ＩＥＥＥ８０２．１６ａ通信システムで用いられるレンジング
、すなわち初期レンジング（ｉｎｉｔｉａｌ　ｒａｎｇｉｎｇ）と、維持管理レンジング
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（ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ　ｒａｎｇｉｎｇ）、すなわち周期的レンジング（ｐｅｒｉｏ
ｄｉｃ　ｒａｎｇｉｎｇ）と、帯域要求レンジングについて、それぞれ説明する。
【００２２】
　初期レンジングは、基地局が加入者端末機と同期を獲得するために基地局で要求する場
合に遂行されるレンジングである。初期レンジングは、加入者端末機と基地局との間に正
確な時間オフセットを合わせ、送信電力を調整するために遂行されるレンジングである。
すなわち、加入者端末機は、パワーオンした後に、ＤＬ_ＭＡＰメッセージ、ＵＬ_ＭＡＰ
メッセージ、及びＵＣＤメッセージを受信して基地局と同期を獲得する。その後、加入者
端末機は、基地局と時間オフセット及び送信電力を調整するために初期レンジングを遂行
する。基地局は、初期レンジング手順を通じて加入者端末機から加入者端末機のＭＡＣア
ドレスを受信する。基地局は、受信した加入者端末機のＭＡＣアドレスとマッピングされ
た基本接続識別子（ｂａｓｉｃ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ＩＤ：以下、‘ｂａｓｉｃ　Ｃ
ＩＤ’とする）と基本管理接続識別子（以下、ｐｒｉｍａｒｙ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　
ＣＩＤ）を生成して加入者端末機に送信する。すると、加入者端末機は、初期レンジング
手順を通じて加入者端末機自分の‘ｂａｓｉｃ　ＣＩＤ’と‘ｐｒｉｍａｒｙ　ｍａｎａ
ｇｅｍｅｎｔ　ＣＩＤ’を認知するようになる。
【００２３】
　ここで、ＩＥＥＥ８０２．１６ａ通信システムは、ＯＦＤＭ/ＯＦＤＭＡ方式を適用す
るため、レンジング手順はレンジングサブチャンネルとレンジングコードが要求される。
基地局は、レンジングの目的、すなわちレンジングの種類により各々使用可能なレンジン
グコードを割り当てる。これを具体的に説明すると、次のようである。
【００２４】
　レンジングコードは、所定の長さ（例えば、２１５-１ビット）を有する疑似ランダム
雑音（Ｐｓｅｕｄｏ-ｒａｎｄｏｍ　Ｎｏｉｓｅ：以下、‘ＰＮ’とする）シーケンスを
所定の単位でセグメンテーション（ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ）して生成される。一般的
に、５３ビットの長さを有する２個のレンジングサブチャンネルが一個のレンジングチャ
ンネルで構成される。レンジングコードは、１０６ビットの長さを有するレンジングチャ
ンネルを通じてＰＮコードをセグメンテーションして構成する。このようなレンジングコ
ードは、最大４８個（ＲＣ１～ＲＣ４８）まで加入者端末機に割り当てられ、デフォルト
（ｄｅｆａｕｌｔ）値で加入者端末機当たり最小２個のレンジングコードが３つのタイプ
のレンジング、すなわち初期レンジング、周期的レンジング、及び帯域要求レンジングに
適用される。このように、これらレンジングの各々には相互に異なるレンジングコードが
割り当てられる。一例として、Ｎ個のレンジングコードが初期レンジングのために割り当
てられ（Ｎ　ＲＣｓ　ｆｏｒ　ｉｎｉｔｉａｌ　ｒａｎｇｉｎｇ）、Ｍ個のレンジングコ
ードが周期的レンジングのために割り当てられ（Ｍ　ＲＣｓ　ｆｏｒ　ｐｅｒｉｏｄｉｃ
　ｒａｎｇｉｎｇ）、Ｌ個のレンジングコードが帯域要求レンジングのために割り当てら
れる（Ｌ　ＲＣｓ　ｆｏｒ　ＢＷ-ｒｅｑｕｅｓｔ　ｒａｎｇｉｎｇ）。このように割り
当てられたレンジングコードは、上記したように、ＤＬ_ＭＡＰメッセージを通じて加入
者端末機に送信され、加入者端末機は、ＤＬ_ＭＡＰメッセージに含まれているレンジン
グコードをその目的により使用してレンジング手順を遂行する。
【００２５】
　周期的レンジングは、初期レンジングを通じて基地局と時間オフセット及び送信電力を
調整する加入者端末機が、基地局とチャンネル状態などを調整するために周期的に遂行さ
れるレンジングである。加入者端末機は、周期的レンジングのために割り当てられたレン
ジングコードを用いて周期的レンジングを遂行する。
【００２６】
　帯域要求レンジングは、初期レンジングを通じて基地局と時間オフセット及び送信電力
を調整する加入者端末機が、基地局と実際に通信を遂行するために帯域幅割り当てを要求
するレンジングである。
【００２７】
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　図３を参照すると、アップリンクフレームは、初期レンジング及び維持管理レンジング
、すなわち周期的レンジングを用いる‘Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ　Ｏｐ
ｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ’領域３００と、帯域要求レンジングを用いる‘Ｒｅｑｕｅｓｔ
　Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ’領域３１０と、加入者端末機の
アップリンクデータを含む‘ＳＳ　ｓｃｈｅｄｕｌｅｄ　ｄａｔａ’領域３２０とを含む
。‘Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ　Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ’領域３０
０は、実際に初期レンジング及び周期的レンジングを含む複数の接続バースト区間と、こ
れら接続バースト区間の間で衝突が発生した場合に衝突（ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ）区間とを
含む。Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ領域３１０
は、実際帯域要求レンジングを含む複数の帯域要求区間と、この複数の帯域要求区間の間
に衝突が発生する衝突区間を含む。そして、ＳＳ　ｓｃｈｅｄｕｌｅｄ　ｄａｔａ領域３
２０は、複数のＳＳ　ｓｃｈｅｄｕｌｅｄ　ｄａｔａ領域（ＳＳ　１　ｓｃｈｅｄｕｌｅ
ｄ　ｄａｔａ領域～ ＳＳ　Ｎ　ｓｃｈｅｄｕｌｅｄ　ｄａｔａ領域）で構成され、これ
ら複数のＳＳ　ｓｃｈｅｄｕｌｅｄ　ｄａｔａ領域の各々には加入者端末機遷移ギャップ
（ＳＳ　ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　ｇａｐ）が存在する。
【００２８】
　ＵＩＵＣ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ　Ｕｓａｇｅ　Ｃｏｄｅ）領域は、オフセ
ット領域に記録されるオフセットの用途を指定する情報が記録される領域である。このＵ
ＩＵＣ領域は、下記の＜表４＞のように示す。
【００２９】



(10) JP 4489774 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

【表４】

【００３０】
　＜表４＞に示すように、ＵＩＵＣ領域は、オフセット領域に記録されるオフセットの用
途を指定する情報が記録される。例えば、このＵＩＵＣ領域に２の値が記録された場合に
、初期レンジングに使用される開始オフセットがオフセット領域に記録されることを示す
。また、ＵＩＵＣ領域に３の値が記録されると、帯域要求レンジング又は維持管理レンジ
ングに使用される開始オフセットがオフセット領域に記録されることを示す。オフセット
領域は、上述したようにＵＩＵＣ領域に記録された情報に対応して初期レンジング、帯域
要求レンジング、又は維持管理レンジングに使用される開始オフセット値を記録する領域
である。また、ＵＩＵＣ領域で伝送される物理チャンネルの特性に関する情報は、ＵＣＤ
メッセージに記録される。
【００３１】
　次に、ＩＥＥＥ８０２．１６ａ通信システムで基地局と加入者端末機との間のレンジン
グ過程を、図４を参照して説明する。図４は、一般的なＩＥＥＥ８０２．１６ａ通信シス
テムの基地局と加入者端末機との間のレンジング過程を概略的に示すフローチャートであ
る。
【００３２】
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　図４を参照すると、加入者端末機４００は、パワーオンなることによって、加入者端末
機４００に予め設定されたすべての周波数帯域をモニタリングし、最高のＣＩＮＲを有す
るパイロットチャンネル信号を検出する。また、加入者端末機４００は、最高のＣＩＮＲ
を有するパイロットチャンネル信号を送信した基地局４２０を加入者端末機４００自分が
現在属している基地局４２０で判定する。その後、加入者端末機４００は、基地局４２０
から伝送されたダウンリンクフレームのプリアンブルを受信し、基地局４２０とのシステ
ム同期を獲得する。
【００３３】
　上述したように、加入者端末機４００と基地局４２０との間にシステム同期が獲得され
ると、基地局４２０は、加入者端末機４００にＤＬ_ＭＡＰメッセージとＵＬ_ＭＡＰメッ
セージを送信する（ステップ４１１，４１３）。ここで、ＤＬ_ＭＡＰメッセージは、上
記の＜表１＞に示したように、ダウンリンクで加入者端末機４００が基地局４２０に対し
て同期を獲得するために必要な情報とこれを通じてダウンリンクで加入者端末機４００に
伝送されるメッセージを受信することができる物理チャンネルの構造などの情報を前記加
入者端末機４００に知らせる機能を遂行する。また、ＵＬ_ＭＡＰメッセージは、上記の
＜表２＞に示したように、アップリンクで加入者端末機のスケジューリング周期及び物理
チャンネルの構造などの情報を加入者端末機４００に知らせる機能を遂行する。
【００３４】
　一方、ＤＬ_ＭＡＰメッセージは、基地局からすべての加入者端末機に周期的にブロー
ドキャストされる。任意の加入者端末機がＤＬ_ＭＡＰメッセージを持続的に受信可能で
ある場合は、基地局と同期が一致することを示す。すなわち、ＤＬ_ＭＡＰメッセージを
受信した加入者端末機は、ダウンリンクを通じて伝送されるすべてのメッセージを受信す
ることができる。また、＜表２＞に示したように、基地局は、加入者端末機がアクセスに
失敗した場合に、使用可能なバックオフ値を知らせる情報を含むＵＣＤメッセージを加入
者端末機に送信する。
【００３５】
　一方、基地局４２０と同期を獲得した加入者端末機４００がレンジングを遂行する場合
に、加入者端末機４００は、基地局４２０にレンジング要求（ＲＮＧ_ＲＥＱ）メッセー
ジを送信する（ステップ４１５）。その後、ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを受信した基地局
４２０は、加入者端末機４００にレンジングのための周波数、時間、及び送信電力を補正
するための情報を含むレンジング応答（ＲＮＧ_ＲＳＰ）メッセージを送信する（ステッ
プ４１７）。
【００３６】
　ここで、ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージの構造は、下記の＜表５＞のように示す。
【００３７】
【表５】

【００３８】
　＜表５＞に示すように、‘Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ＩＤ’は、加入者端末
機４００がＵＣＤを通じて受信したＲＮＧ_ＲＥＱメッセージに含まれたダウンリンクチ
ャンネル識別子を示す。‘Ｐｅｎｄｉｎｇ　Ｕｎｔｉｌ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ’は、伝送さ
れるレンジング応答の優先順位を示す。すなわち、‘Ｐｅｎｄｉｎｇ　Ｕｎｔｉｌ　Ｃｏ
ｍｐｌｅｔｅ’が０の値を有すると、以前のレンジング応答が高い優先順位をゆする。一
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方、‘Ｐｅｎｄｉｎｇ　Ｕｎｔｉｌ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ’が０でないと、現在伝送された
レンジング応答が高い優先順位を有する。
【００３９】
　上記の＜表５＞に示したＲＮＧ_ＲＥＱメッセージに対応するＲＮＧ_ＲＳＰメッセージ
の構造を示すと、下記の＜表６＞のように示す。
【００４０】
【表６】

【００４１】
　＜表６＞に示すように、‘Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ＩＤ’は、ＲＮＧ_ＲＥＱ
メッセージに含まれたアップリンクチャンネルの識別子を示す。一方、図４では、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１６ａ通信システムが現在加入者端末機が固定された状態のみを考慮するため
、すなわち、加入者端末機の移動性を全く考慮しないため、前記加入者端末機４００と通
信を遂行する基地局４２０は、無条件にサービング基地局となる。
【００４２】
　上述したように、ＩＥＥＥ８０２．１６ａ通信システムは、現在加入者端末機が固定さ
れた状態、すなわち加入者端末機の移動性を全く考慮しない状態及び単一セル構造のみを
考慮している。しかしながら、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅ通信システムは、ＩＥＥＥ８０２
．１６ａ通信システムに加入者端末機の移動性を考慮するシステムとして規定している。
したがって、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅシステムは、多重セル環境で加入者端末機の移動性
を考慮すべきである。このように多重セル環境での加入者端末機の移動性を支援するため
に、加入者端末機及び基地局の動作の変更が必ず要求される。特に、加入者端末機の移動
性を支援するために、多重セル構造を考慮した加入者端末機のハンドオーバーに関する研
究が活発に進行されている。
【００４３】
　下記に、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅ通信システムの構造について、図５を参照して説明す
る。
【００４４】
　図５は、一般的なＩＥＥＥ８０２．１６ｅ通信システムの構造を概略的に示すブロック
構成図である。
【００４５】
　図５を参照すると、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅ通信システムは、多重セル構造、すなわち
セル５００とセル５５０を有する。また、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅ通信システムは、セル
５００を管理する基地局５１０と、セル５５０を管理する基地局５４０と、複数の移動加
入者端末機（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ：ＭＳＳ）５１１，
５１３，５３０，５５１，５５３とを含む。基地局５１０，５４０と移動加入者端末機５
１１，５１３，５３０，５５１，５５３との間の信号送受信は、ＯＦＤＭ/ＯＦＤＭＡ方
式を用いて遂行される。ここで、移動加入者端末機５１１，５１３，５３０，５５１，５
５３のうち、移動加入者端末機５３０は、セル５００とセル５５０の境界領域、すなわち
ハンドオーバー（ｈａｎｄｏｖｅｒ）領域に存在する。したがって、移動加入者端末機５
３０に対するハンドオーバーを支援し　なければ、移動加入者端末機５３０に対する移動
性を支援することができなくなる。
【００４６】
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　ＩＥＥＥ８０２．１６ｅ通信システムで任意の移動加入者端末機は、複数の基地局から
伝送されたパイロットチャンネル信号を受信する。また、移動加入者端末機は、受信され
たパイロットチャンネル信号のＣＩＮＲを測定する。移動加入者端末機は測定された複数
のパイロットチャンネル信号のＣＩＮＲの中で最も力強いサイズのＣＩＮＲを有するパイ
ロットチャンネル信号を送信した基地局を移動加入者端末機自身が現在属している基地局
として選択する。すなわち、移動加入者端末機はパイロットチャンネル信号を送信する複
数の基地局のうち、移動加入者端末機が最も良好に受信することができるパイロットチャ
ンネル信号を送信する基地局を移動加入者端末機が属する基地局として認識するようにな
る。つまり、移動加入者端末機が現在属している基地局がサービング基地局となる。この
サービング基地局を選択した移動加入者端末機は、サービング基地局で送信するダウンリ
ンクフレーム及びアップリンクフレームを受信する。ここで、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅ通
信システムのダウンリンクフレーム及びアップリンクフレームは、図２及び図３に説明し
たＩＥＥＥ８０２．１６ａ通信システムのダウンリンクフレーム及びアップリンクフレー
ムと同一の構造を有する。
【００４７】
　サービング基地局は、移動加入者端末機に移動加入者端末機隣接基地局広告（Ｍｏｂｉ
ｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｎｅｉｇｈｂｏｒ　Ａｄｖｅｒｔｉｓｅ
ｍｅｎｔ：以下、‘ＭＯＢ_ＮＢＲ_ＡＤＶ’とする）メッセージを送信する。ここで、Ｍ
ＯＢ_ＮＢＲ_ＡＤＶメッセージの構造は、下記の＜表７＞のように示す。
【００４８】
【表７】

【００４９】
　＜表７＞に示すように、ＭＯＢ_ＮＢＲ_ＡＤＶメッセージは、複数のＩＥ、すなわち送
信されるメッセージのタイプを示す‘Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｙｐｅ
’と、構成（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）が変更される数を示す‘Ｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｇｅ　Ｃｏｕｎｔ’と、隣接基地局の個数を示す‘Ｎ_ＮＥＩＧＨＢ
ＯＲＳ’と、隣接基地局の識別子を示す‘Ｎｅｉｇｈｂｏｒ　ＢＳ-ＩＤ’と、隣接基地
局の物理チャンネル周波数を示す‘Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ’と、情報以
外に隣接基地局と関連したその他の情報を示す‘ＴＬＶ　Ｅｎｃｏｄｅｄ　Ｎｅｉｇｈｂ
ｏｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ’とを含む。
【００５０】
　一方、ＭＯＢ_ＮＢＲ_ＡＤＶメッセージを受信した移動加入者端末機は、移動加入者端
末機が隣接基地局から送信されるパイロットチャンネル信号のＣＩＮＲをスキャニングし
ようとするときに、サービング基地局に移動加入者端末機スキャン要求（Ｍｏｂｉｌｅ　
Ｓｕｖｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ　Ａｌｌ
ｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ：以下、‘ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＥＱ’とする）メッセージ
を送信する。移動加入者端末機がスキャン要求をする時点は、パイロットチャンネル信号
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のＣＩＮＲスキャニング動作と直接的な関連がないため、ここではその具体的な説明を省
略する。
【００５１】
　ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＥＱメッセージの構造は、下記の＜表８＞のように示す。
【００５２】
【表８】

【００５３】
　＜表８＞に示すように、ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＥＱメッセージは、複数のＩＥ、すなわち送
信されるメッセージのタイプを示す‘Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｙｐｅ
’と、隣接基地局から伝送されたパイロット信号のＣＩＮＲをスキャニングしようとする
スキャン区間を示す‘Ｓｃａｎ　Ｄｕｒａｔｉｏｎ’を含む。この‘Ｓｃａｎ　Ｄｕｒａ
ｔｉｏｎ’はフレーム単位で構成される。ここで、ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＥＱメッセージが伝
送される‘Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｙｐｅ’は、現在まで決定されて
いない状態である（Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｙｐｅ＝ｕｎｄｅｆｉｎ
ｅｄ　ｏｒ　‘？’）。
【００５４】
　一方、ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＥＱメッセージを受信したサービング基地局は、移動加入者端
末機がスキャンする情報を含む移動加入者端末機スキャン応答（ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＳＰ）
メッセージを移動加入者端末機に送信する。ここで、このＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＳＰメッセー
ジの構造を示すと、下記の＜表９＞のようである。
【００５５】

【表９】

【００５６】
　＜表９＞に示すように、ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＳＰメッセージは、複数のＩＥ、すなわち送
信されるメッセージのタイプを示す‘Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｙｐｅ
’と、ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＥＱメッセージを伝送した移動加入者端末機の接続識別子（ＣＩ
Ｄ）と、スキャン区間とを含む。＜表９＞で、ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＳＰメッセージが伝送さ
れる‘Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｙｐｅ’は、現在決定されない状態で
あり（Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｙｐｅ＝ｕｎｄｅｆｉｎｅｄ）、スキ
ャン区間は移動加入者端末機がパイロットＣＩＮＲスキャニングを遂行する区間を示す。
スキャニング情報を含むＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＳＰメッセージを受信した移動加入者端末機は
、スキャニング情報パラメーターに対応してＭＯＢ_ＮＢＲ_ＡＤＶメッセージを通じて認
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【００５７】
　このようにＩＥＥＥ８０２．１６ｅ通信システムでハンドオーバーを支援するために、
移動加入者端末機は、隣接基地局及び移動加入者端末機が現在属している基地局、すなわ
ちサービング基地局から送信されるパイロットチャンネル信号のＣＩＮＲを測定しなけれ
ばならない。また、サービング基地局から送信されるパイロットチャンネル信号のＣＩＮ
Ｒが、隣接基地局から送信されるパイロットチャンネル信号のＣＩＮＲより低い場合に、
加入者端末機は、サービング基地局にハンドオーバーを要求するようになる。ここで、‘
パイロットチャンネル信号のＣＩＮＲを測定する’との表現は、説明の便宜上、‘パイロ
ットチャンネル信号のＣＩＮＲをスキャン或いはスキャニングする’と称することにする
。ここで、スキャン或いはスキャニングの概念は同一で、但し、説明の便宜上混用するこ
とである。
【００５８】
　下記に、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅ通信システムで移動加入者端末機の要求によるハンド
オーバー過程は、図６を参照して説明する。図６は、一般的なＩＥＥＥ８０２．１６ｅ通
信システムで、移動加入者端末機要求によるハンドオーバー過程を示すフローチャートで
ある。
【００５９】
　図６を参照すると、サービング基地局６４０は、移動加入者端末機６００にＭＯＢ_Ｎ
ＢＲ_ＡＤＶメッセージを送信する（ステップ６１１）。すると、移動加入者端末機６０
０は、ＭＯＢ_ＮＢＲ_ＡＤＶメッセージを受信することによって、隣接基地局に対する情
報が獲得可能であり、移動加入者端末機６００が隣接基地局から送信されるパイロットチ
ャンネル信号のＣＩＮＲをスキャニングしようとするときに、サービング基地局６４０に
ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＥＱメッセージを送信する（ステップ６１３）。ここで、移動加入者端
末機６００がスキャン要求をする時点は、パイロットチャンネル信号のＣＩＮＲスキャニ
ング動作と直接的な関連がないため、その具体的な説明は省略する。一方、ＭＯＢ_ＳＣ
Ｎ_ＲＥＱメッセージを受信したサービング基地局６４０は、移動加入者端末機６００が
スキャニングする情報を含むＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＳＰメッセージを移動加入者端末機６００
に送信する（ステップ６１５）。スキャニング情報を含むＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＳＰメッセー
ジを受信した移動加入者端末機６００は、ＭＯＢ_ＮＢＲ_ＡＤＶメッセージの受信を通じ
て獲得した隣接基地局に対して、ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＳＰメッセージに含まれているパラメ
ーター、すなわちスキャン区間に対応してパイロットチャンネル信号のＣＩＮＲスキャニ
ングを遂行する（ステップ６１７）。
【００６０】
　次に、隣接基地局から受信されるパイロットチャンネル信号のＣＩＮＲをスキャニング
完了した後に、移動加入者端末機６００が現在前記移動加入者端末機６００の属している
サービング基地局を変更することを決定すると（ステップ６１９）、すなわち、移動加入
者端末機６００が現在のサービング基地局を基地局６４０と相異なる新たな基地局に変更
すべきであることを決定すると、移動加入者端末機６００は、サービング基地局６１０に
移動加入者端末機ハンドオーバー要求（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔ
ｉｏｎ　Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ：以下、‘ＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＥＱ’とす
る）メッセージを送信する（ステップ６２１）。ここで、移動加入者端末機６００が現在
属しているサービング基地局でない新たな基地局、すなわちハンドオーバーする基地局を
‘ターゲット基地局（ｔａｒｇｅｔ　ＢＳ）’と称する。また、ＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＥ
Ｑメッセージの構造は、下記の＜表１０＞のように示す。
【００６１】
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【００６２】
　＜表１０＞に示すように、ＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＥＱメッセージは、複数のＩＥ、すな
わち送信されるメッセージのタイプを示す‘Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔ
ｙｐｅ’と、移動加入者端末機がスキャニングした結果を示す‘Ｎ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄ
ｅｄ’を含む。ここで、＜表１０＞に示すように、‘Ｎ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ’は、
隣接基地局の識別子、この隣接基地局の各々に対するパイロットチャンネル信号のＣＩＮ
Ｒ、及び隣接基地局から移動加入者端末機に提供されると予想されるサービスレベルを含
む。
【００６３】
　一方、サービング基地局６４０は、移動加入者端末機６００が送信したＭＯＢ_ＭＳＳ
ＨＯ_ＲＥＱメッセージを受信すると、受信されたＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＥＱメッセージ
の‘Ｎ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ’情報によって移動加入者端末機６００がハンドオーバ
ー可能なターゲット基地局リストを検出する（ステップ６２３）。ここで、説明の便宜上
、移動加入者端末機６００がハンドオーバー可能なターゲット基地局リストを‘ハンドオ
ーバー可能ターゲット基地局リスト’と呼ばれる。図６では、第１のターゲット基地局６
６０と第２のターゲット基地局６８０が、ハンドオーバー可能ターゲット基地局リストに
存在すると仮定する。もちろん、ハンドオーバー可能ターゲット基地局リストは、複数の
ターゲット基地局が含まれる可能性がある。サービング基地局６４０は、ハンドオーバー
可能ターゲット基地局リストに属するターゲット基地局、すなわち第１のターゲット基地
局６６０と第２のターゲット基地局６８０にハンドオーバー通知（Ｈｎａｄｏｖｅｒ　Ｎ
ｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ：以下、‘ＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ’とする）メッセー
ジを送信する（ステップ６２５，６２７）。ここで、ＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎメ
ッセージの構造を示すと、下記の＜表１１＞のようである。
【００６４】
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【表１１】

【００６５】
　＜表１１＞に示すように、ＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎメッセージは、複数のＩＥ
、すなわちターゲット基地局である第１のターゲット基地局６６０或いは第２のターゲッ
ト基地局６８０にハンドオーバーしようとする移動加入者端末機６００の識別子ＭＳＳ　
ＩＤと、移動加入者端末機６００がハンドオーバーを開始する推定時間と、移動加入者端
末機６００が新たなサービング基地局となるターゲット基地局に要求する帯域幅及び前記
移動加入者端末機６００に提供されるサービスレベルなどの情報とを含む。ここで、移動
加入者端末機６００が要求する帯域幅及びサービスレベルは、＜表１０＞に示したＭＯＢ
_ＭＳＳＨＯ_ＲＥＱメッセージに記録された予想サービスレベル情報と同一である。
【００６６】
　一方、第１のターゲット基地局６６０又は第２のターゲット基地局６８０は、サービン
グ基地局６４０からＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎメッセージを受信すると、ＨＯ_ｎｏ
ｔｉｆｉｃａｔｉｏｎメッセージに対する応答メッセージであるハンドオーバー通知応答
（以下、‘ＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｒｅｓｐｏｎｓｅ’と称する）メッセージを
サービング基地局６４０に送信する（ステップ６２９，６３１）。このＨＯ_ｎｏｔｉｆ
ｉｃａｔｉｏｎ_ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージの構造は、下記の＜表１２＞のように示す
。
【００６７】
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【表１２】

【００６８】
　＜表１２＞に示すように、ＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセー
ジは、複数のＩＥ、すなわちターゲット基地局にハンドオーバーしようとする移動加入者
端末機の識別子ＭＳＳ　ＩＤと、ターゲット基地局が移動加入者端末機のハンドオーバー
要求によってハンドオーバーを遂行するか否かに対する応答ＡＣＫ/ＮＡＣＫと、各ター
ゲット基地局に移動加入者端末機がハンドオーバーしたときに、ターゲット基地局の各々
が提供可能な帯域幅及びサービスレベル情報を含む。
【００６９】
　一方、第１のターゲット基地局６６０及び第２のターゲット基地局６８０からＨＯ_ｎ
ｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージを受信したサービング基地局６４
０は、この受信したＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージを分析
し、移動加入者端末機６００がハンドオーバーしたときに移動加入者端末機６００が要求
する帯域幅とサービスレベルを最適に提供できるターゲット基地局を移動加入者端末機６
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００がハンドオーバーする最終ターゲット基地局として選択する。その一例として、第１
のターゲット基地局６６０によって提供されるサービスレベルは、移動加入者端末機６０
０が要求したサービスレベルより低く、第２のターゲット基地局６８０によって提供され
るサービスレベルは移動加入者端末機６００が要求したサービスレベルと同一であると仮
定すると、サービング基地局６４０は、第２のターゲット基地局６６０を移動加入者端末
機６００がハンドオーバーする最終ターゲット基地局として選択する。したがって、サー
ビング基地局６４０は、第２のターゲット基地局６８０にＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏ
ｎ_ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージに対する応答メッセージとしてハンドオーバー通知確認
（ＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｃｏｎｆｉｒｍ)メッセージを送信する（ステップ６
３３)。このＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｃｏｎｆｉｒｍメッセージの構造を示すと
、下記の＜表１３＞のようである。
【００７０】
【表１３】

【００７１】
　＜表１３＞に示すように、ＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｃｏｎｆｉｒｍメッセージ
は、複数のＩＥ、すなわち選択されたターゲット基地局にハンドオーバーしようとする移
動加入者端末機の識別子ＭＳＳ　ＩＤと、選択されたターゲット基地局に移動加入者端末
機がハンドオーバーしたときにターゲット基地局によって提供可能である帯域幅及びサー
ビスレベル情報を含む。
【００７２】
　また、サービング基地局６４０は、移動加入者端末機６００にＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＥ
Ｑメッセージに対する応答メッセージとして移動加入者端末機ハンドオーバー応答（ＭＯ
Ｂ_ＨＯ_ＲＳＰ）メッセージを送信する（ステップ６３５）。ここで、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳ
Ｐメッセージは、移動加入者端末機６００がハンドオーバーするターゲット基地局に対す
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る情報が含まれる。ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージの構造は、下記の＜表１４＞に示すよ
うである。
【００７３】
【表１４】

【００７４】
　＜表１４＞に示すように、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージは、複数のＩＥ、すなわち送
信されるメッセージのタイプを示す‘Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｙｐｅ
’と、ハンドオーバー手順を始める推定時間と、サービング基地局によって選択されたタ
ーゲット基地局に対する結果を示す‘Ｎ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ’とを含む。ここで、
＜表１４＞に示すように、‘Ｎ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ’は、選択されたターゲット基
地局の識別子と、ターゲット基地局の各々から移動加入者端末機に提供されるサービスレ
ベルを含む。図６において、ハンドオーバー可能ターゲット基地局リストに存在するター
ゲット基地局のうち、最終的に第２のターゲット基地局６８０の１個のターゲット基地局
情報のみがＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージに含まれる。しかしながら、ハンドオーバー可
能ターゲット基地局リストに存在するターゲット基地局のうち、移動加入者端末機６００
が要求する帯域幅及びサービスレベルを提供可能なターゲット基地局が複数である場合に
、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージは複数のターゲット基地局に対する情報を含む。
【００７５】
　次に、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージを受信した移動加入者端末機６００は、ＭＯＢ_
ＨＯ_ＲＳＰメッセージに含まれる‘Ｎ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ’情報を分析し、移動加
入者端末機６００がハンドオーバーするターゲット基地局を選択する。ハンドオーバーす
るターゲット基地局を選択した移動加入者端末機６００は、サービング基地局６４０にＭ
ＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージに対する応答メッセージである移動加入者端末機ハンドオー
バー指示（ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤ）メッセージを送信する（ステップ６３７）。ＭＯＢ_Ｈ
Ｏ_ＩＮＤメッセージの構造は、下記の＜表１５＞に示すようである。
【００７６】
【表１５】

【００７７】



(21) JP 4489774 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

　＜表１５＞に示すように、ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージは、複数のＩＥ、すなわち送
信されるメッセージのタイプを示す‘Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｙｐｅ
’と、移動加入者端末機によって選択されたターゲット基地局の識別子‘Ｔａｒｇｅｔ_
ＢＳ_ＩＤ’と、情報以外に関連したその他の情報を示す‘ＴＬＶ　Ｅｎｃｏｄｅｄ　Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ’とを含む。
【００７８】
　ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを受信したサービング基地局６４０は、移動加入者端末
機６００がＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージに含まれているターゲット基地局、すなわち第
２のターゲット基地局６８０にハンドオーバーすることを認識した後に、移動加入者端末
機６００と現在セットアップされるリンクを解除する（ステップ６３９）。このように、
サービング基地局６４０とのリンクが解除されると、移動加入者端末機６００は、第２の
ターゲット基地局６８０とハンドオーバーを遂行する（ステップ６４１）。
【００７９】
　下記に、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅ通信システムで基地局要求によるハンドオーバー過程
は、図７を参照して説明する。
【００８０】
　図７は、一般的なＩＥＥＥ８０２．１６ｅ通信システムで基地局要求によるハンドオー
バー過程を示すフローチャートである。
【００８１】
　図７の説明に先立って、基地局要求によるハンドオーバーが発生する場合は、基地局自
分のロード（ｌｏａｄ）が過多になって隣接基地局に基地局自分のロードを分散させるた
めのロード共有（ｌｏａｄ　ｓｈａｒｉｎｇ）が必要であり、或いは移動加入者端末機の
アップリンク状態変化に対処するための場合である。
【００８２】
　図７を参照すると、サービング基地局７４０は、移動加入者端末機７００にＭＯＢ_Ｎ
ＢＲ_ＡＤＶメッセージを送信する（ステップ７１１）。すると、移動加入者端末機７０
０は、ＭＯＢ_ＮＢＲ_ＡＤＶメッセージを受信し、隣接基地局に対する情報を獲得する。
移動加入者端末機７００は、隣接基地局から送信されるパイロットチャンネル信号のＣＩ
ＮＲをスキャニングしようとするときに、サービング基地局７４０にＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＥ
Ｑメッセージを送信する（ステップ７１３）。移動加入者端末機７００が、スキャン要求
をする時点はパイロットチャンネル信号のＣＩＮＲスキャニング動作と直接的な関連がな
いため、ここではその具体的な説明を省略する。ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＥＱメッセージを受信
したサービング基地局７４０は、移動加入者端末機７００がスキャニングする情報を含む
ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＳＰメッセージを移動加入者端末機７００に送信する（ステップ７１５
）。スキャニング情報を含むＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＳＰメッセージを受信した移動加入者端末
機７００は、ＭＯＢ_ＮＢＲ_ＡＤＶメッセージの受信を通じて獲得した隣接基地局に対し
て、ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＳＰメッセージに含まれているパラメーター、すなわちスキャン区
間に対応してパイロットチャンネル信号のＣＩＮＲスキャニングを遂行する（ステップ７
１７）。
【００８３】
　一方、サービング基地局７４０によって管理される移動加入者端末機７００がハンドオ
ーバー必要性によってハンドオーバー手順の遂行を決定する場合に（ステップ７１９）、
サービング基地局７４０は隣接基地局７６０，７８０にＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ
メッセージを送信する（ステップ７２１，７２３）。ここで、ＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔ
ｉｏｎメッセージは、移動加入者端末機７００の新たなサービング基地局になるターゲッ
ト基地局によって提供されるべき帯域幅及びサービスレベルに関する情報を含む。図７で
は、サービング基地局７４０の隣接基地局が第１のターゲット基地局７６０及び第２のタ
ーゲット基地局７８０の２個の基地局であると仮定する。
【００８４】
　第１のターゲット基地局７６０及び第２のターゲット基地局７８０は、各々ＨＯ_ｎｏ
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ｔｉｆｉｃａｔｉｏｎメッセージを受信し、このＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎメッセ
ージに対する応答メッセージとしてＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｒｅｓｐｏｎｓｅメ
ッセージをサービング基地局７４０に送信する（ステップ７２５，７２７）。＜表１２＞
に示したように、このＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージは、
ターゲット基地局がサービング基地局７４０によって要求されるハンドオーバーを遂行す
ることができるか否かを示す応答ＡＣＫ/ＮＡＣＫと移動加入者端末機７００に提供され
る帯域幅及びサービスレベル情報とを含む。
【００８５】
　次に、第１のターゲット基地局７６０と第２のターゲット基地局７８０からＨＯ_ｎｏ
ｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージを受信すると、サービング基地局７
４０は、移動加入者端末機７００によって要求される帯域幅とサービスレベルを提供して
上げられるターゲット基地局を選択する。一例として、第１のターゲット基地局７６０が
提供可能なサービスレベルは、移動加入者端末機７００が要求したサービスレベルより低
く、第２のターゲット基地局７８０が提供可能なサービスレベルは移動加入者端末機７０
０が要求したサービスレベルと同一であると仮定すると、サービング基地局７４０は、第
２のターゲット基地局７８０を移動加入者端末機７００がハンドオーバーする最終ターゲ
ット基地局として選択する。なお、最終ターゲット基地局として第２のターゲット基地局
７８０を選択したサービング基地局７４０は、ＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｒｅｓｐ
ｏｎｓｅメッセージに対する応答メッセージとしてＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｃｏ
ｎｆｉｒｍメッセージを送信する（ステップ７２９）。
【００８６】
　次に、第２のターゲット基地局７８０にＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｃｏｎｆｉｒ
ｍメッセージを送信した後に、サービング基地局７４０は、移動加入者端末機７００にＭ
ＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージを送信する。ここで、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージは、サ
ービング基地局７４０によって選択されたＮ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ情報、すなわち、
選択されたターゲット基地局（図７では第２のターゲット基地局７８０）とターゲット基
地局から移動加入者端末機に提供可能な帯域幅及びサービスレベルを含む。ＭＯＢ_ＨＯ_
ＲＳＰメッセージを受信した移動加入者端末機７００は、サービング基地局７４０により
ハンドオーバーが要求されたことを感知し、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージに含まれたＮ
_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ情報を参考してハンドオーバーを遂行する最終ターゲット基地
局を選択する。移動加入者端末機７００は、ハンドオーバーする最終ターゲット基地局を
選択した後に、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージに対する応答メッセージであるＭＯＢ_Ｈ
Ｏ_ＩＮＤメッセージをサービング基地局７４０に送信する（ステップ７３３）。すると
、ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを受信したサービング基地局７４０は、移動加入者端末
機７００がＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージに含まれているターゲット基地局にハンドオー
バーすることを認識した後に、移動加入者端末機７００と現在セットアップされているリ
ンクを解除する（ステップ７３５）。このように、サービング基地局７４０とのリンクが
解除されると、移動加入者端末機７００は、第２のターゲット基地局７８０とハンドオー
バー手順を遂行する（ステップ７３７）。
【００８７】
　上述したように、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅ通信システムで現在提案されたハンドオーバ
ー手順は、サービング基地局が隣接基地局の情報を収集し、ＨＯ-ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉ
ｏｎメッセージを伝送し、ハンドオーバーに要求される情報を収集する。その後、サービ
ング基地局は、このＨＯ-ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎメッセージに対する応答メッセージ
としてＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージを受信し、ターゲッ
ト基地局の情報を含むＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージを該当移動加入者端末機にハンドオ
ーバー可能な移動加入者端末機に伝送する。一方、移動加入者端末機は、ＭＯＢ_ＨＯ_Ｒ
ＳＰメッセージに含まれたハンドオーバー可能なターゲット基地局のリストからハンドオ
ーバーする基地局を決定してサービング基地局にＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを通じて
伝送する。移動加入者端末機は、現在サービング基地局との接続を切断し、ハンドオーバ
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ーすることに決定された基地局との接続を試す。
【００８８】
　上記のように、現在までにはハンドオーバーに対する簡単な手順のみが定義されている
。しかしながら、実際に多様な無線環境の広帯域移動通信サービスでは前記手順に言及さ
れない多様な状況が存在できる。例えば、サービング基地局が、加入者端末機にサービン
グ基地局のリソース状態により強制的にハンドオーバーするようにし、或いは、加入者端
末機がサービング基地局から受信したハンドオーバー要求に対して拒絶するなどの特殊な
状況が発生されうる。また、加入者端末機の移動方向がハンドオーバー途中で変更される
ことによって、サービング基地局からターゲット基地局にハンドオーバーの遂行中に更に
元のサービング基地局に接続するためにハンドオーバー手順を取り消す状況が発生する可
能性もある。
【００８９】
　しかしながら、上述した従来の広帯域移動通信システムは、上記したように発生可能な
状況に対する解決方法が提示されていない実情である。さらに、従来の方法を上記したよ
うな状況に適用する場合に、効率的でなく、システムの性能を大きく悪化させるという短
所があった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００９０】
　したがって、前述した従来技術の問題点を解決するために、本発明の目的は、広帯域無
線通信システムに含まれている加入者端末機の移動性を保障すると同時に、円滑なデータ
通信を遂行するハンドオーバー方法を提供することにある。
【００９１】
　本発明の他の目的は、加入者端末機機の移動性を保障するために広帯域無線通信システ
ムで基地局間のハンドオーバーを遂行する方法を提供することにある。
【００９２】
　また、本発明の目的は、サービング基地局のハンドオーバー要求により加入者端末機か
らハンドオーバー関連情報を含んだハンドオーバー要求メッセージを受信してデータ通信
を遂行しているサービング基地局でハンドオーバーする基地局を決定して加入者端末機に
伝送するハンドオーバー方法を提供することにある。
【００９３】
　さらに、本発明の目的は、サービング基地局のハンドオーバー要求により加入者端末機
がハンドオーバーする基地局にハンドオーバーを遂行する動作をサービング基地局が強制
的に指示し、加入者端末機が選択なしに強制的にハンドオーバーを遂行する方法を提供す
ることにある。
【００９４】
　本発明の他の目的は、加入者端末機がサービング基地局のハンドオーバー要求により基
地局にハンドオーバーする加入者端末機がサービング基地局から受信したハンドオーバー
要求メッセージに対してハンドオーバー拒否機能を遂行するための方法を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００９５】
　上記のような目的を達成するために、本発明は、移動端末機と、サービングセル領域で
前記移動端末機にサービスを提供するサービング基地局と、前記サービング基地局に隣接
する少なくとも一つのターゲット基地局とを含む広帯域無線通信システムで、前記移動端
末機が前記サービングセル領域にあるときに前記サービング基地局のハンドオーバー方法
であって、前記サービング基地局は前記移動端末機のハンドオーバーの必要性によって前
記移動端末機がハンドオーバーすることを決定する段階と、前記ハンドオーバーのための
ターゲット基地局のうちのいずれか一つにハンドオーバーすることを指示する段階と、前
記サービング基地局が前記指示を受けたターゲット基地局にハンドオーバーすることを移
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動基地局に指示する強制ハンドオーバー情報が含まれたハンドオーバーメッセージを前記
移動端末機に伝送する段階とを含むことを特徴とする。
【００９６】
　また、本発明は、移動端末機と、前記移動端末機にサービスを提供するサービング基地
局と、前記サービング基地局により占有されるサービングセル領域と重なる少なくとも一
つのターゲットセル領域を有する少なくとも一つのターゲット基地局とを含む無線通信シ
ステムで、前記移動端末機が前記サービングセル領域にあるときに前記移動端末機がハン
ドオーバーを遂行する方法であって、前記サービング基地局からハンドオーバー情報を含
むメッセージを受信する段階と、前記移動端末機が前記メッセージに含まれたハンドオー
バー情報を確認し、強制ハンドオーバー指示メッセージである場合に、前記移動端末機と
前記サービング基地局とのリンクを解除する段階と、前記サービング基地局とのリンクを
解除した後に、前記メッセージに含まれた一つのハンドオーバー可能ターゲット基地局に
ハンドオーバーを遂行する段階とを含むことを特徴とする。
【００９７】
　本発明は、移動端末機と、サービングセル領域で前記移動端末機にサービスを提供する
サービング基地局と、前記サービング基地局に隣接した少なくとも一つ以上のターゲット
基地局とを含む広帯域無線通信システムで、前記移動端末機が前記サービングセル領域に
あるときに前記移動端末機のハンドオーバー方法であって、ハンドオーバーの必要性を検
出すると、ハンドオーバー要求メッセージを前記サービング基地局に伝送する段階と、前
記ターゲット基地局のうちのいずれか一つに、ハンドオーバーの遂行時区間で、前記移動
端末機がハンドオーバーの取り消しを決定すると、前記サービング基地局にハンドオーバ
ーの取り消し情報を含むハンドオーバー指示メッセージを伝送する段階とを含むことを特
徴とする。
【００９８】
　さらに、本発明は、移動端末機と、前記移動端末機にサービスを提供するサービング基
地局と、前記サービング基地局により占有されるサービングセル領域と重なる少なくとも
一つのターゲットセル領域を有する少なくとも一つのターゲット基地局を含む広帯域無線
通信システムで、前記サービング基地局のハンドオーバー方法であって、前記移動端末機
からハンドオーバー要求メッセージを受信すると、ターゲット基地局とハンドオーバー進
行のためのハンドオーバー手順を進行する段階と、前記ハンドオーバー手順の進行中に、
前記移動端末機からハンドオーバー取り消し情報が含まれたハンドオーバーメッセージを
受信すると、進行中であるハンドオーバー手順を取り消す段階と、前記進行中であるハン
ドオーバー手順を取り消した後に、サービング基地局の前記移動端末機とのリンクを継続
して維持する段階とを含むことを特徴とする。
【００９９】
　また、本発明は、移動端末機と、サービングセル領域で前記移動端末機にサービスを提
供するサービング基地局と、前記サービング基地局に隣接する少なくとも一つ以上のター
ゲット基地局とを含む広帯域無線通信システムで、前記移動端末機が前記サービングセル
領域にあるとき前記移動端末機のハンドオーバー方法であって、ハンドオーバーの必要性
を検出すると、前記サービング基地局にハンドオーバー要求メッセージを伝送する段階と
、前記サービング基地局から第１のハンドオーバー応答メッセージを受信する段階と、前
記第１のハンドオーバー応答メッセージを受信した後に、前記移動端末機はハンドオーバ
ーの拒絶を決定すると、前記サービング基地局にハンドオーバー拒絶情報を含むハンドオ
ーバー指示メッセージを伝送する段階とを含むことを特徴とする。
【０１００】
　なお、本発明は、移動端末機と、前記移動端末機にサービスを提供するサービング基地
局と、前記サービング基地局により占有されるサービングセル領域と重なる少なくとも一
つのターゲットセル領域を有する少なくとも一つのターゲット基地局とを含む広帯域無線
通信システムで、前記移動端末機が前記サービングセル領域にあるときに前記サービング
基地局のハンドオーバー方法であって、前記移動端末機からハンドオーバー要求メッセー
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ジを受信すると、ターゲット基地局とハンドオーバーのためのハンドオーバー手順を進行
する段階と、ハンドオーバー手順の進行中に、前記移動端末機からハンドオーバー拒絶情
報が含まれたハンドオーバーメッセージを受信すると、進行中であるハンドオーバー手順
を中止する段階と、前記進行中であるハンドオーバー手順を中止した後に、前記サービン
グ基地局から前記移動端末機に新たなターゲット基地局のリストを含むメッセージを伝送
する段階とを含むことを特徴とする。
【０１０１】
　本発明は、移動端末機と、サービングセル領域で前記移動端末機にサービスを提供する
サービング基地局と、前記サービング基地局に隣接する少なくとも一つ以上のターゲット
基地局とを含む広帯域無線通信システムで、前記移動端末機のハンドオーバー方法であっ
て、前記サービング基地局からハンドオーバー要求メッセージを受信すると、ハンドオー
バー手順を進行する段階と、前記移動端末機は、前記ターゲット基地局のうちのいずれか
一つにハンドオーバーを遂行する時区間でハンドオーバー取り消しが決定されると、前記
サービング基地局にハンドオーバー取り消し情報を含むハンドオーバー指示メッセージを
伝送する段階とを含むことを特徴とする。
【０１０２】
　他に、本発明は、移動端末機と、前記移動端末機にサービスを提供するサービング基地
局と、前記サービング基地局により占有されるサービングセル領域と重なる少なくとも一
つのターゲットセル領域を有する少なくとも一つのターゲット基地局とを含む広帯域無線
通信システムで、前記サービング基地局のハンドオーバー方法であって、前記移動端末機
にハンドオーバー要求メッセージを送信し、ターゲット基地局とハンドオーバー進行のた
めのハンドオーバー手順を遂行する段階と、ハンドオーバー手順の進行中に、前記移動端
末機からハンドオーバー取り消し情報が含まれたハンドオーバーメッセージを受信すると
、進行中であるハンドオーバー手順を取り消す段階と、前記進行中であるハンドオーバー
手順を取り消した後に、前記移動端末機とのリンクを継続して維持する段階とを含むこと
を特徴とする。
【０１０３】
　また、本発明は、移動端末機と、サービングセル領域で前記移動端末機にサービスを提
供するサービング基地局と、前記サービング基地局に隣接する少なくとも一つ以上のター
ゲット基地局とを含む広帯域無線通信システムで、前記移動端末機が前記サービングセル
領域にあるときに前記移動端末機のハンドオーバー方法であって、前記サービング基地局
から前記ターゲット基地局のリストを含むハンドオーバー要求メッセージを受信する段階
と、前記移動端末機は、前記ターゲット基地局のリストを確認し、以後前記ハンドオーバ
ーの拒絶を決定すると、前記サービング基地局にハンドオーバー拒絶情報を含むハンドオ
ーバー指示メッセージを伝送する段階とを含むことを特徴とする。
【０１０４】
　本発明は、移動端末機と、前記移動端末機にサービスを提供するサービング基地局と、
前記サービング基地局により占有されるサービングセル領域と重なる少なくとも一つのタ
ーゲットセル領域を有する少なくとも一つのターゲット基地局とを含む広帯域無線通信シ
ステムで、前記移動端末機が前記サービングセル領域にあるときに前記サービング基地局
のハンドオーバー方法であって、前記移動端末機に前記ターゲット基地局のリストを含む
ハンドオーバー要求メッセージを送信し、前記ターゲット基地局とハンドオーバー進行の
ためのハンドオーバー手順を遂行する段階と、前記移動端末機からハンドオーバー拒絶情
報が含まれたハンドオーバーメッセージを受信すると、前記進行中であるハンドオーバー
手順を中止する段階と、前記移動端末機に前記ターゲット基地局の新たなリストを含むメ
ッセージを伝送する段階とを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【０１０５】
　本発明は、移動加入者端末機の移動性を支援するために、多重セル構造で、従来のハン
ドオーバー手順に基地局が移動加入者端末機に強制的にハンドオーバーするようにし、或
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いは、移動加入者端末機が基地局から受信したハンドオーバー要求に対して拒絶する機能
を追加する機能を有する。また、本発明は、移動加入者端末機が移動方向がハンドオーバ
ー途中で変更されるため、サービング基地局からターゲット基地局にハンドオーバーの遂
行中にもサービング基地局との接続を維持するためにハンドオーバー手順を取り消し、又
は拒絶する機能を追加することによって、より現実的かつ効果的なハンドオーバーの遂行
が可能である効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１０６】
　以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
　下記に、本発明に関連した公知の機能或いは構成に関する説明が本発明の要旨を不明に
すると判断された場合に、その詳細な説明を省略する。
【０１０７】
　本発明の説明において、用語‘ハンドオーバー’及び‘ハンドオフ（ｈａｎｄｏｆｆ）
’は同じ意味で、混用して使用する。すなわち、所定の移動端末機（ＭＳ）が状況により
現在接続中である基地局（以下、‘サービング基地局’と称する）との接続を切断し、隣
接基地局のうちの一つの基地局（以下、‘ターゲット基地局’と称する）と接続する場合
に、ハンドオーバー又はハンドオフという用語を使用する。
【０１０８】
　また、一般に、移動端末機が現在接続してデータの送受信が可能な基地局は‘サービン
グ基地局’と呼ばれ、サービング基地局の周辺に位置し、移動端末機の移動によりハンド
オーバーが可能な複数の基地局は‘隣接基地局’と呼ばれる。
【０１０９】
　一方、図６及び図７に示す従来のハンドオーバー手順で、サービング基地局から移動端
末機にＭＯＢ_ＮＢＲ_ＡＤＶメッセージを通じて伝送されるサービング基地局の隣接基地
局は上述したように‘隣接基地局’と呼ばれる。このとき、移動端末機が隣接基地局のＣ
ＩＮＲ値をスキャニングし、所定の条件を満たす基地局をハンドオーバー可能な基地局と
して選択する場合に、移動端末機によって選択されたハンドオーバー可能な基地局は‘推
薦基地局（Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ　ＢＳ）’と呼ばれる。
【０１１０】
　また、サービング基地局が移動端末機により選択された推薦基地局又は隣接基地局各々
に対してＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎメッセージを伝送し、ＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔ
ｉｏｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージを受信する。さらに、受信されたメッセージに含ま
れた値によって移動端末機に対する所定のハンドオーバー可能な条件を満たす一つ又は複
数の基地局を選択するようになる。このとき、推薦基地局又は隣接基地局のうち、サービ
ング基地局により所定の条件を満たして選択された一つ又は複数の基地局は、‘ターゲッ
ト基地局’と呼ばれる。すなわち、‘ターゲット基地局’は一つ又は複数の基地局となる
。
【０１１１】
　一方、サービング基地局が該当移動端末機に一つ以上の‘ターゲット基地局’を所定の
メッセージ（例えば、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージ）に含んで伝送し、移動端末機が一
つ以上のターゲット基地局の中で一つのターゲット基地局を選択する場合に、最終選択さ
れた一つのターゲット基地局は‘指定されたターゲット基地局’と呼ばれる。
【０１１２】
　本発明は、従来の広帯域無線移動通信システムで提案した単純な基本ハンドオーバー機
能に加えて、状況により效果的に処理できる機能を多様に拡張して提案する。したがって
、本発明で提案する状況により追加されたハンドオフの定義は、次のようである。
【０１１３】
（１）強制ハンドオフ（Ｆｏｒｃｅｄ　Ｈａｎｄｏｆｆ）
　サービング基地局は、加入者端末機が隣接セルのターゲット基地局にハンドオフするこ
とを強制的に命令することができる。すなわち、強制ハンドオフオプションを含んだメッ
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セージを受信した加入者端末機は、サービング基地局によって指定された時間内に必ずタ
ーゲット基地局にハンドオフ手順を遂行しなければならない。強制ハンドオフの場合に、
加入者端末機はハンドオフ命令に対して拒否することができない。
【０１１４】
（２）提案ハンドオフ（Ｓｕｇｇｅｓｔｉｎｇ　Ｈａｎｄｏｆｆ）
　サービング基地局は、加入者端末機、例えば、移動端末機の要求により、又はサービン
グ基地局の判断により隣接セルの対象基地局のうちの一つの基地局にハンドオフすること
を提案するメッセージを含むハンドオフメッセージを加入者端末機に伝送する。ここで、
サービング基地局は、隣接セル内の基地局の情報を収集し、その中に加入者端末機がハン
ドオフできるサービス要求事項を満たし、加入者端末機がハンドオフできるハンドオフ可
能な基地局のリストを選択して所定のハンドオフメッセージを通じて加入者端末機に伝送
する。一方、加入者端末機が提案ハンドオフメッセージを受信する場合に、加入者端末機
は、メッセージに含まれたハンドオフ可能なターゲット基地局のリストを確認して最適の
基地局を選択することによってハンドオフを試すことができる。
【０１１５】
　上記のように区分されて定義されたハンドオフタイプオプションは、上述したＭＯＢ_
ＨＯ_ＲＳＰメッセージの所定のフィールドに追加して伝送される。本発明で、従来技術
によるＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージの形式にハンドオフタイプオプションを追加し、そ
れによる構造を示すと、下記の＜表１６＞のようである。
【０１１６】
【表１６】

【０１１７】
　＜表１６＞に示すように、本発明によるＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージは、本発明の適
用のために‘ＨＯ　Ｔｙｐｅ’フィールドを追加する。したがって、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰ
メッセージが提案ハンドオフであるか、或いは強制ハンドオフであるかをフィールドの値
によって判定する。
【０１１８】
　すなわち、＜表１６＞に示すように、‘ＨＯ　Ｔｙｐｅ’フィールドは、０の値を有す
る場合に、提案ハンドオフが遂行される。‘ＨＯ　Ｔｙｐｅ’フィールドは１の値を有す
る場合に、強制ハンドオフが遂行される。上記したように、ハンドオフの機能が拡張され
た後に‘Ｎ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ’フィールドを処理することにおいて、‘ＨＯ　Ｔ
ｙｐｅ’フィールドの値が提案ハンドオフである場合に、Ｎ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄフ
ィールドが１の値以上の値を有することができる。‘ＨＯ　Ｔｙｐｅ’フィールドの値が
強制ハンドオフである場合に、サービング基地局が特定ターゲット基地局を指定して強制
的にハンドオフ遂行を指示する。したがって、Ｎ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄフィールドの
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値は１に固定されることが望ましい。すなわち、強制ハンドオフの場合に、加入者端末機
は、選択することなく、Ｎ_Ｒｅｃｏ　ｍｍｅｎｄｅｄフィールドの値によって指定され
る対象基地局にハンドオフべきである。
【０１１９】
　したがって、上記のように動作する場合、Ｎｅｉｇｈｂｏｒ　ＢＳ-ＩＤフィールドに
表示される基地局の数は、提案ハンドオフの場合は少なくとも一つ以上の多様な基地局の
リストを含むことができ、強制ハンドオフの場合は一つの基地局リスト　のみを含むこと
が望ましい。
【０１２０】
　また、本発明は従来の広帯域無線移動通信システムで提案した基本ハンドオフ手順のう
ち、端末機から基地局に伝送されるＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを状況により細部的に
区分して遂行する方法を提案する。それによる新しく追加された各ハンドオフの定義は、
下記のようである。
【０１２１】
（１）接続解除（Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｌｅａｓｅ）
　正常にハンドオフを遂行し、サービング基地局との接続を終了すべき場合に、加入者端
末機はサービング基地局に接続終了オプションを含む接続終了（すなわち、ＭＯＢ_ＨＯ_
ＩＮＤ）メッセージを伝送する。この接続終了メッセージを受信したサービング基地局は
、直ちに該当加入者端末機との接続を解除する。
【０１２２】
（２）ハンドオフ取り消し（Ｈａｎｄｏｆｆ　Ｃａｎｃｅｌ）
　加入者端末機が、ハンドオフの遂行途中で再び元のサービング基地局に移動し、ハンド
オフ手順がそれ以上不要になる場合又はその他の理由でハンドオフの遂行を取り消すよう
にする場合、又は、加入者端末機がハンドオフ取り消しオプションを含むＭＯＢ_ＨＯ_Ｉ
ＮＤメッセージを基地局に伝送する。ハンドオフ取り消しメッセージを受信したサービン
グ基地局は、すぐ該当加入者端末機に対するハンドオフ手順を取り消し、必要な場合に、
提案された対象基地局に該当加入者端末機のハンドオフ遂行の取り消しを通報する。
【０１２３】
 （３）ハンドオフ拒絶（Ｈｎａｄｏｆｆ　Ｒｅｊｅｃｔｉｏｎ）
　加入者端末機がサービング基地局からＨＯ_ＲＳＰメッセージを受信した後に、適切な
ターゲット基地局を決定せず、或いは、その他の理由によってターゲット基地局リストに
含まれた所定のターゲット基地局にハンドオフ手順を遂行しない場合に、加入者端末機は
、受信されたＨＯ_ＲＳＰメッセージによりハンドオフ拒絶オプションを含んだＭＯＢ_Ｈ
Ｏ_ＩＮＤメッセージをサービング基地局に伝送する。
【０１２４】
　本発明において、各状態別にＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージの処理が可能にＭＯＢ_Ｈ
Ｏ_ＩＮＤに‘ＨＯ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ　Ｔｙｐｅ’フィールドを追加する。このＭ
ＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージの構造を示すと、下記の＜表１７＞のようである。
【０１２５】
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【０１２６】
　＜表１７＞のように、ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージに本発明の提案機能を遂行するた
めに、‘ＨＯ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｔｙｐｅ’フィールドを追加することによって、拡
張されたＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを構成する。この＜表１７＞で、‘ＨＯ　Ｉｎｄ
ｉｃａｔｏｒ　Ｔｙｐｅ’フィールドは、該当値によりＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージが
サービング基地局に基地局との接続解除或いはハンドオフ拒絶意思を表明することができ
るように提案する。
【０１２７】
　例えば、‘ＨＯ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｔｙｐｅ’フィールドは００の値を有する場合
に、従来技術と同様にサービング基地局との接続を解除し、受信された該当ターゲット基
地局に正常のハンドオフ手順を遂行する。
【０１２８】
　一方、‘ＨＯ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｔｙｐｅ’フィールドが０１の値を有する場合に
、ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージはハンドオフ取り消しを示す。したがって、加入者端末
機は進行中であるハンドオフ手順を取り消し、既存のサービング基地局との接続を維持す
る。また、‘ＨＯ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｔｙｐｅ’フィールドが１０の値を有する場合
に、ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージはハンドオフ拒絶を示す。したがって、加入者端末機
は、サービング基地局から受信されたＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージに含まれたターゲッ
ト基地局へのハンドオフを拒絶し、既存のサービング基地局との接続を維持する。また、
この‘ＨＯ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｔｙｐｅ’フィールドが１１の値を有する場合に、‘
ＨＯ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｔｙｐｅ’フィールドは予備（ｒｅｓｅｒｖｅｄ）領域とし
て残されるようになる。
【０１２９】
　さらに、＜表１３＞で定義したＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｃｏｎｆｉｒｍメッセ
ージは、サービング基地局がターゲット基地局をしてハンドオフすることを知らせるメッ
セージである。そのため、本発明ではハンドオフ取り消しの場合に、ＨＯ_ｎｏｔｉｆｉ
ｃａｔｉｏｎ_ｃｏｎｆｉｒｍメッセージを予め送り、ハンドオフを準備するように指示
したターゲット基地局がハンドオフの取り消しがわかるようにする。このＨＯ_ｎｏｔｉ
ｆｉｃａｔｉｏｎ_ｃｏｎｆｉｒｍメッセージは、下記の＜表１８＞のように変更された
構造を有する。
【０１３０】
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【表１８】

【０１３１】
　＜表１８＞に示すように、本発明の提案機能を遂行するために、ＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ_ｃｏｎｆｉｒｍメッセージにＣｏｎｆｉｒｍ　ｔｙｐｅフィールドを追加す
ることによって、拡張されたＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｃｏｎｆｉｒｍメッセージ
を構成する。＜表１８＞で、Ｃｏｎｆｉｒｍ　ｔｙｐｅフィールドは、該当値によってＨ
Ｏ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｃｏｎｆｉｒｍメッセージによってサービング基地局がタ
ーゲット基地局をしてハンドオフを確認或いはハンドオフの取り消しを知らせることを可
能にする。
【０１３２】
　例えば、Ｃｏｎｆｉｒｍ　ｔｙｐｅフィールドが‘０’の値を有する場合は、従来技術
と同一にターゲット基地局が加入者端末機のハンドオフを知らせるようにし、それを準備
するように伝達する機能を遂行する。
【０１３３】
　一方、Ｃｏｎｆｉｒｍ　ｔｙｐｅフィールドが‘１’の値を有する場合に、ＨＯ_ｎｏ
ｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｃｏｎｆｉｒｍメッセージはハンドオフの取り消しを示す。した
がって、ターゲット基地局は、以前に送ったＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｃｏｎｆｉ
ｒｍメッセージによって遂行中であるハンドオフ手順を取り消すようにする。
【０１３４】
　上記のように、本発明で、多様なハンドオーバー状況によるハンドオーバーの実現のた
めに関連した各種メッセージのフィールドを定義した。以下、本発明により、加入者端末
機が各状況に従って遂行中であるハンドオーバーの拒絶及び取り消しを遂行する手順を図
８～図１２を参照して詳細に説明する。
【０１３５】
　まず、図８～図１０を参照して、本発明の実施形態による加入者端末機と基地局との間
のメッセージ送受信手順を詳細に説明する。
【０１３６】
　図８は、本発明の実施形態により、基地局が加入者端末機のハンドオフ可否を決定して
該当端末機のハンドオフを強制する場合の実施形態を示す。図９は、本発明の実施形態に
より、加入者端末機がサービング基地局にハンドオフを要求した後に、サービング基地局
から応答メッセージを受信する以前、或いは応答メッセージを受信した以後に要求したハ
ンドオフを取り消す場合の実施形態を示す。また、図１０は、本発明の実施形態により加
入者端末機がサービング基地局にハンドオフを要求して応答メッセージまで受信した後に
、この加入者端末機が受信した応答メッセージに含まれたターゲット基地局リストが適切
でなく、受信された応答メッセージの情報を用いるハンドオフを拒絶する場合の実施形態
を示す。
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【０１３７】
　一方、実施形態を実現するための各手順に使用されるメッセージは、従来のハンドオー
バーの遂行時に使用されるメッセージである。しかしながら、本発明は、各メッセージに
本発明によって提案される＜表１６＞及び＜表１７＞で上述したパラメーターを追加する
ことによって実現される。
【０１３８】
　まず、図８を参照して、基地局がハンドオーバーを強制する場合の例を説明する。図８
は、本発明の実施形態による広帯域無線接続通信システムで、基地局がハンドオーバーを
強制する手順を示すフローチャートである。
【０１３９】
　図８を参照すると、図７に上述したように、基地局が移動加入者端末機に対するハンド
オーバーを決定する。したがって、図８のステップ８１１，８１３，８１５，８１７，８
１９,８２１，８２３，８２５，８２７，８２９の手順は、上記した図７のステップ７１
１，７１３，７１５，７１７,７１９，７２１，７２３，７２５，７２７，７２９の手順
と同一なため、ここではその過程を省略する。
【０１４０】
　一方、サービング基地局８４０は、複数のハンドオーバー可能なターゲット基地局を通
じて対象基地局を決定し、ステップ８２９を通じて対象基地局にＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａ
ｔｉｏｎ_ｃｏｎｆｉｒｍメッセージを伝送した後に、決定されたハンドオーバー可能な
ターゲット基地局のリストを該当移動加入者端末機にＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージを通
じて伝送する。
【０１４１】
　一方、上記した手順に続けて本発明では、下記の過程を遂行するようになる。すなわち
、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージの伝送において、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージが強制
ハンドオーバーのメッセージとの情報を含んで伝送すると（ステップ８３１）、例えば、
強制ハンドオーバーを知らせるＨＯ　ｔｙｐｅ＝１の情報を含むＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッ
セージを伝送し、すると、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージを受信した移動加入者端末機８
００は強制ハンドオーバー指示に対して拒絶しないようになる。したがって、移動加入者
端末機８００は、強制ハンドオーバーの情報（ＨＯ　ｔｙｐｅ＝１）を含んだＭＯＢ_Ｈ
Ｏ_ＲＳＰメッセージを受信した後に、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージに含まれたハンド
オーバー対象基地局にハンドオーバーすべきである。すなわち、移動加入者端末機８００
は、サービング基地局８４０にＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを伝送した（ステップ８３
３）後に、サービング基地局８４０とのリンクを解除し（ステップ８３５）、該当ハンド
オーバー対象基地局と接続を開始する（ステップ８３７）。
【０１４２】
　一方、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージが強制ハンドオーバーメッセージであることを示
すために、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージを構成するときに、ＨＯ　ｔｙｐｅフィールド
を追加することによって、＜表１６＞のように構成してこのＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセー
ジを伝送する。
【０１４３】
　例えば、上述したようにＨＯ　ｔｙｐｅフィールドが１の値を有する場合に、移動加入
者端末機が受信するＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージは強制ハンドオーバーメッセージであ
ることを把握し、以後に決定されたハンドオーバーに対して拒絶しない。すなわち、移動
加入者端末機は、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージを受信し、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセー
ジに含まれたハンドオーバー対象基地局のうちの選択された一つの基地局にハンドオーバ
ー手順を遂行すべきである。もし、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージに含まれたハンドオー
バー対象基地局が一つである場合に、移動加入者端末機８００は無条件にハンドオーバー
対象基地局にハンドオーバーするようになる。
【０１４４】
　一方、移動加入者端末機は、サービング基地局にＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを伝送
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するときに、本発明により＜表１７＞に上述したようにＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージを
構成して伝送することが可能である。すなわち、移動加入者端末機は、ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮ
Ｄメッセージのタイプを選択して伝送可能である。ここで、ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセー
ジは、移動加入者端末機がハンドオーバーの拒絶又は取り消しを遂行できない状況で伝送
するメッセージであるため、＜表１７＞に示した‘ＨＯ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｔｙｐｅ
’フィールドの値を００に設定して伝送することが望ましい。‘ＨＯ　Ｉｎｄｉｃａｔｏ
ｒ　Ｔｙｐｅ’フィールドの値を００に設定する場合は、移動加入者端末機はサービング
基地局とのリンクを解除（ｒｅｌｅａｓｅ）し、正常なハンドオーバー手順を遂行する場
合である。
【０１４５】
　以下、図９及び図１０を参照して、ハンドオーバーの遂行中に移動加入者端末機がハン
ドオーバーの取り消し又は拒絶を遂行する場合の例を説明する。
【０１４６】
　ここで、ハンドオーバーの取り消しは、ハンドオーバーの進行においてサービング基地
局がターゲット基地局を選定して移動加入者端末機にＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージを伝
送する前に、すなわち、移動加入者端末機がターゲット基地局のリストが含まれたハンド
オーバー応答メッセージを受信する前に移動加入者端末機が任意にハンドオーバー手順を
中止する場合を意味する。また、ハンドオーバーの拒絶は、ハンドオーバーの進行におい
てサービング基地局がターゲット基地局を選定して移動加入者端末機にＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳ
Ｐメッセージを伝送した後、すなわち、移動加入者端末機がターゲット基地局のリストが
含まれたハンドオーバー応答メッセージを受信した後に、任意に決定されたハンドオーバ
ー手順を中止する場合を意味する。
【０１４７】
　まず、図９を参照して、移動加入者端末機が遂行中であるハンドオーバーを取り消す場
合を説明し、以後に図１０を参照して移動加入者端末機が決定されたハンドオーバーを拒
絶する場合を説明する。
【０１４８】
　図９は、本発明の実施形態による広帯域無線接続通信システムで、端末機がハンドオー
バーを取り消す手順を示すフローチャートである。
【０１４９】
　図９を参照すると、移動加入者端末機９００がサービング基地局９４０から隣接基地局
情報を受信し（ステップ９１１）、スキャニング可否を判定する（ステップ９１３，９１
５）。その後、移動加入者端末機９００は、隣接基地局のＣＩＮＲをスキャニングし（ス
テップ９１７）、サービング基地局９４０の変更を決定し（ステップ９１９）、サービン
グ基地局９４０にＭＯＢ_ＨＯ_ＲＥＱメッセージを伝送する（ステップ９２１）。このと
き、サービング基地局９４０は、受信されたＭＯＢ_ＨＯ_ＲＥＱメッセージを参照し（ス
テップ９２３）、該当推薦基地局にＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎメッセージを伝送し
（ステップ９２５，９２７）、それによってハンドオーバー手順が遂行される。すると、
ステップ９２５で、ＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎメッセージを受信した推薦基地局の
中に、ハンドオフ可能可否に対する情報を含むＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ-ｒｅｓｐ
ｏｎｓｅメッセージをサービング基地局に伝送する（ステップ９２８）。一方、ＨＯ_ｎ
ｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ-ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージを受信したサービング基地局９４
０は、応答メッセージを送った推薦基地局のうちのハンドオーバーする基地局を決定して
該当基地局にＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｃｏｎｆｉｒｍメッセージを送信し（ステ
ップ９３１，９３３）、該当基地局が移動加入者端末機９００が決定された基地局を通じ
てハンドオーバー可能に準備する。
【０１５０】
　一方、上記の通りにハンドオーバー手順の進行中に、移動加入者端末機９００がハンド
オーバー取り消しを遂行しようとする場合に、移動加入者端末機９００はハンドオーバー
取り消しを決定する（ステップ９２９）。移動加入者端末機９００は、ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮ
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Ｄメッセージに取り消し決定情報を含み（すなわち、ＨＯ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｔｙｐ
ｅの値を０１に設定する）、サービング基地局９４０に伝送する（ステップ９３２）こと
で、遂行中であるハンドオーバー手順を取り消すようになる（ステップ９３４）。
　ここで、ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージに取り消し決定情報を含む方法は、＜表１７＞
に示したように、‘ＨＯ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｔｙｐｅ’フィールドを追加することに
よって実現可能である。すなわち、移動加入者端末機９００から伝送されるＭＯＢ_ＨＯ_
ＩＮＤメッセージを受信した（ステップ９３２）サービング基地局９４０は、メッセージ
に追加された‘ＨＯ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｔｙｐｅ’フィールドの情報を確認してＭＯ
Ｂ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージがハンドオーバー取り消しを通報するメッセージであることを
確認するようになる。
【０１５１】
　例えば、‘ＨＯ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｔｙｐｅ’フィールドは、２個のビットで構成
可能で、上述したように０１で表示することによって、ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージが
取り消しメッセージであることを示す。ハンドオーバー取り消しメッセージ情報が含まれ
たＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを受信したサービング基地局９４０は、遂行中であるハ
ンドオーバー手順を中止し、移動加入者端末機９００とのリンクを続けて維持する（ステ
ップ９３４）。
【０１５２】
　この場合に、ハンドオーバーの取り消しを知らせるＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージがサ
ービング基地局９４０からターゲット基地局にＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｃｏｎｆ
ｉｒｍメッセージが伝送された以後に受信された場合（ステップ９３１）と、ＨＯ_ｎｏ
ｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｃｏｎｆｉｒｍメッセージ以前に受信する場合（ステップ９３３
）により手順が分類される。
【０１５３】
　すなわち、サービング基地局９４０がターゲット基地局にＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉ
ｏｎメッセージを送信し（ステップ９２７）、その後に、ターゲット基地局からＨＯ_ｎ
ｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージを受信すると（ステップ９２８）
、移動加入者端末機９００は実際のハンドオーバーが可能なターゲット基地局を選択する
。このとき、サービング基地局９４０は、実際のハンドオーバーを実施するターゲット基
地局を決定すると、選択した該当ターゲット基地局にＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｃ
ｏｎｆｉｒｍメッセージを伝送し（ステップ９３１）、それによって該当ターゲット基地
局が移動加入者端末機９００がハンドオーバー可能に準備させる。
【０１５４】
　しかしながら、サービング基地局９４０からＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｃｏｎｆ
ｉｒｍメッセージがターゲット基地局に伝送される以前（ステップ９３３）にハンドオー
バーの取り消しを知らせるために、移動加入者端末機９００からＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッ
セージが伝送される場合には、サービング基地局９４０は上記とは異なる動作を遂行する
ようになる。以下に、この動作についてより具体的に説明する。
【０１５５】
　すなわち、ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージがサービング基地局９４０がターゲット基地
局にＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｃｏｎｆｉｒｍメッセージを伝送する以前に（ステ
ップ９３３）、サービング基地局９４０に到着する場合に（ステップ９３２）、サービン
グ基地局９４０はすべてのハンドオーバー手順を取り消し（ステップ９３４）、ハンドオ
ーバーが終了される。
【０１５６】
　しかしながら、ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージがＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｃｏ
ｎｆｉｒｍメッセージの伝送（ステップ９３１）以後に、サービング基地局９４０に伝送
された場合に（ステップ９３２）には既にサービング基地局９４０がターゲット基地局に
ＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｃｏｎｆｉｒｍメッセージを伝送して（ステップ９３１
）ハンドオーバーすることを知らせる場合である。したがって、このサービング基地局９
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４０は、移動加入者端末機９００からＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを受信し、直ちに該
当ターゲット基地局に再びメッセージを伝送してハンドオーバーが取り消されることを知
らせるべきである。
【０１５７】
　このとき、サービング基地局９４０からターゲット基地局に伝送されるＨＯ_ｎｏｔｉ
ｆｉｃａｔｉｏｎ_ｃｏｎｆｉｒｍメッセージは、上記のように正常なハンドオーバーの
進行を知らせる場合とハンドオーバーの取り消しを知らせる場合共に用いられるため、こ
れを上記した＜表１８＞のように‘Ｃｏｎｆｉｒｍ　ｔｙｐｅ’フィールドによって区分
される。ここで、‘Ｃｏｎｆｉｒｍ　ｔｙｐｅ’フィールドの長さは１ビットを有する。
したがって、‘Ｃｏｎｆｉｒｍ　ｔｙｐｅ’フィールドは０の値を有する場合に、ＨＯ_
ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｃｏｎｆｉｒｍメッセージが正常にハンドオーバーが遂行さ
れることを知らせる。一方、‘Ｃｏｎｆｉｒｍ　ｔｙｐｅ’フィールドが１の値を有する
場合には、ＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ_ｃｏｎｆｉｒｍメッセージがハンドオーバー
の取り消しを知らせるのに用いられる。
【０１５８】
　一方、ハンドオーバー状況が発生する場合に、上述したように移動加入者端末機９００
が、サービング基地局９４０から遠くなり、隣接基地局のうちの一つの基地局と近くなる
ことによって、ハンドオーバーの手順が遂行されるが、ハンドオーバーの手順が遂行され
る中に移動加入者端末機９００がさらにサービング基地局９４０と近くなり、それによっ
て、更にサービング基地局９４０にハンドオーバーすべき状況が発生する場合である。
【０１５９】
　したがって、従来技術によると、上記のような場合に隣接基地局にハンドオーバーを完
了した後に元のサービング基地局に再びハンドオーバーを遂行しなければならない。特殊
の場合に、上記のようなハンドオーバーを継続して反復しなければならない場合が発生可
能である。また、上記のように本発明によると、不必要なハンドオーバーを反復しなくて
サービング基地局との接続を続けて維持することができるようになる。
【０１６０】
　以下、図１０を参照して端末機が決定されたハンドオーバーを拒絶する場合を説明する
。
　図１０は、本発明の実施形態による広帯域無線接続通信システムで、移動加入者端末機
がハンドオーバーの拒絶を遂行する手順を示すフローチャートである。
【０１６１】
　図１０を参照すると、移動加入者端末機１０００がサービング基地局１０４０から隣接
基地局情報を受信し（ステップ１０１１）、スキャニング可否を判定する（ステップ１０
１３，１０１５）。その次に、移動加入者端末機１０００は、隣接基地局のＣＩＮＲをス
キャニングして（ステップ１０１７）サービング基地局１０４０の変更を決定し（ステッ
プ１０１９）、サービング基地局１０４０にＭＯＢ_ＨＯ_ＲＥＱメッセージを伝送する（
ステップ１０２１）。その後、サービング基地局１０４０は、受信されたＭＯＢ_ＨＯ_Ｒ
ＥＱメッセージを参照して（ステップ１０２３）該当推薦基地局にＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎメッセージを伝送する（ステップ１０２５，１０２７）。一方、サービング基
地局１０４０は、推薦基地局からＨＯ_ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅメ
ッセージを受信し、そのメッセージの受信結果によりターゲット基地局を選択し、ＭＯＢ
_ＨＯ_ＲＳＰメッセージを移動加入者端末機１０００に伝送する（ステップ１０３５）こ
とによって、ハンドオーバーが決定される。
【０１６２】
　すなわち、図１０のステップ１０１１,１０１３,１０１５,１０１７,１０１９,１０２
１，１０２３，１０２５，１０２７，１０２９，１０３１，１０３３は、図６に示したス
テップ６１１，６１３，６１５，６１７，６１９,６２１，６２３，６２５，６２７，６
２９，６３１，６３３と同一の手順を遂行する。
【０１６３】
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　一方、上記のようにハンドオーバーが可能なターゲット基地局が決定されてサービング
基地局１０４０からＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージを受信した後に、移動加入者端末機１
０００が決定されたハンドオーバーを拒絶しようとする場合に、移動加入者端末機１００
０はハンドオーバーの拒絶を決定し（ステップ１０３７）、ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセー
ジに拒絶決定情報を含んでサービング基地局１０４０に伝送する（ステップ１０３９）こ
とによって、ハンドオーバーの決定に対して拒絶するようになる。
【０１６４】
　このとき、ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージに拒絶決定情報を含む方法は、上記の＜表１
７＞に上述したように、‘ＨＯ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｔｙｐｅ’フィールドを追加する
ことで実現可能である。すなわち、ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを受信したサービング
基地局１０４０は、追加された‘ＨＯ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｔｙｐｅ’フィールドの情
報を確認し、ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージがハンドオーバー拒絶を通報するメッセージ
であることを確認する。
【０１６５】
　例えば、‘ＨＯ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｔｙｐｅ’フィールドは２個のビットで構成可
能で、上述したようにＨＯ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｔｙｐｅの値を１０に表示することに
よって、ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージが拒絶メッセージであることを示す。すると、ハ
ンドオーバーの拒絶メッセージ情報が含まれたＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを受信した
サービング基地局１０４０は、決定されたハンドオーバー手順を中止し、移動加入者端末
機１０００とのリンクを継続して維持する（ステップ１０４１）。このとき、サービング
基地局１０４０は、ターゲット基地局を選定してターゲット基地局に既にＨＯ_ｎｏｔｉ
ｆｉｃａｔｉｏｎ　ｃｏｎｆｉｒｍメッセージを伝送したため、ターゲット基地局は移動
加入者端末機１０００がハンドオーバーすることと判断する。したがって、サービング基
地局１０４０は、ターゲット基地局にハンドオーバーが中止されたことを通報することが
望ましい。
【０１６６】
　一方、ハンドオーバー拒絶状況が発生する場合に、上述したように移動加入者端末機１
０００がサービング基地局１０４０からＨＯ_ＲＳＰメッセージを受信したが、メッセー
ジに含まれたターゲット基地局から所定の条件を満たす基地局がないことによって適切な
ターゲット基地局を選択しない場合に発生可能である。すなわち、移動加入者端末機１０
００は、サービング基地局１０４０から受信したターゲット基地局のうちいずれの基地局
にもハンドオーバーができないため、上記のようなハンドオーバー拒絶を遂行することが
望ましい。
【０１６７】
　上記では、本発明により各状況で遂行されるハンドオーバーの強制、取り消し及び拒絶
の手順を遂行することにおいて、端末機と基地局との間に送受信されるメッセージの伝送
手順を説明した。以下、図１１～図１４を参照して、本発明の実施形態により、端末機が
遂行する手順を詳細に説明する。
【０１６８】
＜１．基地局の強制ハンドオーバー＞
　図１１は、本発明の第１の実施形態による広帯域無線接続通信システムで、基地局がハ
ンドオーバーを強制する手順を示すフローチャートである。
【０１６９】
　図１１を参照すると、上述したように、移動加入者端末機は、ハンドオーバー手順の遂
行中にサービング基地局からＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージを受信する（ステップ１１０
０）。このとき、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージにはサービング基地局によって選択され
たターゲット基地局のリストが含まれている。したがって、移動加入者端末機は、ＭＯＢ
_ＨＯ_ＲＳＰメッセージを通じてターゲット基地局のリストを確認し、一つの基地局を選
定されたターゲット基地局に決定する（ステップ１１０３）。
【０１７０】
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　一方、本発明により図８に示したように、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージのＨＯＴｙｐ
フィールドが１の値に設定されると（ステップ１１０５）、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセー
ジは、移動加入者端末機がターゲット基地局にハンドオーバーを必ず遂行するようにサー
ビング基地局が強制するメッセージとなる。したがって、移動加入者端末機は、決定され
たハンドオーバー手順に対して拒絶しなく、ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを伝送する（
ステップ１１０９）。移動加入者端末機は、サービング基地局との接続を解除する（ステ
ップ１１１１）ようになる。
【０１７１】
　その反面、‘ＨＯ　Ｔｙｐｅ’フィールドの値が０に設定されていると、ＭＯＢ_ＨＯ_
ＲＳＰメッセージは、強制ハンドオーバーを示すメッセージでないため、移動加入者端末
機の判断に従ってハンドオーバーを拒絶することが可能である。したがって、移動加入者
端末機が受信されたターゲット基地局にハンドオーバーを遂行せずに拒絶する（ステップ
１１１３）場合に、上述したようにＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを構成する‘ＨＯ　Ｉ
ｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｔｙｐｅ’を１０に設定して伝送する（ステップ１１１５）。そうで
ない一般的な場合として移動加入者端末機が受信されたターゲット基地局に正常なハンド
オーバーを遂行しようとする場合には、‘ＨＯ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｔｙｐｅ’を００
に設定してＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージをサービング基地局に伝送し（ステップ１１０
９）、サービング基地局との接続を解除する（ステップ１１１１）。
【０１７２】
　以下、図１２～図１４を参照して、ハンドオーバーの遂行中に移動加入者端末機が所定
の条件によりハンドオーバーの取り消し又は拒絶を遂行する手順を実施形態で詳細に説明
する。
【０１７３】
＜２．しきい値によるハンドオーバー取り消し及び拒絶＞
　図１２は、本発明の第２の実施形態による広帯域無線接続通信システムで、移動加入者
端末機がハンドオーバーの取り消し又は拒絶を遂行する手順を示すフローチャートである
。
【０１７４】
　図１２を参照すると、移動加入者端末機は、サービング基地局のＣＩＮＲを所定の第１
のしきい値と比較してハンドオーバー遂行可否を決定する。ハンドオーバーの遂行中に、
移動加入者端末機は、第１のしきい値と他の所定の第２のしきい値を用いてハンドオーバ
ーの取り消しを決定する。
【０１７５】
　まず、移動加入者端末機はサービング基地局のＣＩＮＲをスキャニングする（ステップ
１２００）。その結果、サービング基地局のＣＩＮＲが所定の第１のしきい値より低い場
合に、サービング基地局とのデータ送受信が難しいと判断するようになって隣接基地局の
ＣＩＮＲを測定する（ステップ１２１１）。すなわち、移動加入者端末機は、隣接基地局
をスキャニングするために、サービング基地局にＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＥＱメッセージを伝送
すると（ステップ１２０７）、移動加入者端末機はサービング基地局からＭＯＢ_ＳＣＮ_
ＲＳＰメッセージを受信する（ステップ１２０９）。
【０１７６】
　ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＳＰメッセージを受信した（ステップ１２０９）移動加入者端末機は
、隣接基地局のＣＩＮＲを測定する（ステップ１２１１）ようになる。その測定結果、サ
ービング基地局のＣＩＮＲが所定の第２のしきい値より小さく、サービング基地局のＣＩ
ＮＲが隣接基地局のうちの一つの基地局のＣＩＮＲより小さくなる場合に（ステップ１２
１３）、移動加入者端末機はハンドオフを決定してサービング基地局にＭＯＢ_ＨＯ_ＲＥ
Ｑメッセージを伝送する（ステップ１２１５）。一方、上記の条件を満足しない場合に、
移動加入者端末機はステップ１２００に戻って上記の手順を反復遂行する。
【０１７７】
　一方、本発明によりサービング基地局にＭＯＢ_ＨＯ_ＲＥＱメッセージが伝送されて（
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ステップ１２１５）ハンドオーバー手順が進行中に、移動加入者端末機は、継続してサー
ビング基地局のＣＩＮＲを測定する。このとき、サービング基地局のＣＩＮＲを第１のし
きい値と比較して相変らず小さい場合に、ハンドオーバー手順が正常に遂行されるが、移
動加入者端末機の移動などによってサービング基地局のＣＩＮＲが高くなって第１のしき
い値より高い場合に（ステップ１２１７）、上記の進行中であるハンドオーバー手順の取
り消しを遂行する（ステップ１２１９）。したがって、移動加入者端末機が上記のように
ハンドオーバー手順の取り消しを遂行することに決定すると、移動加入者端末機はＭＯＢ
_ＨＯ_ＩＮＤメッセージにハンドオーバー取り消し情報を含んで（すなわち、ＨＯ　Ｉｎ
ｄｉｃａｔｏｒ　Ｔｙｐｅを０１に設定）サービング基地局に伝送する（ステップ１２２
１）。すると、ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを受信したサービング基地局は、ハンドオ
ーバー手順を取り消し、移動加入者端末機との接続を継続して維持する。
【０１７８】
　一方、上述したようにハンドオーバー手順の進行中にサービング基地局のＣＩＮＲが相
変らず第１のしきい値より低い場合に、サービング基地局は正常にハンドオーバー手順を
遂行してＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージを移動加入者端末機に伝送する。次いに、サービ
ング基地局からＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージを受信した（ステップ１２２３）移動加入
者端末機は、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージに含まれたターゲット基地局のリストを確認
し、所定の条件により一つのターゲット基地局を選択されたターゲット基地局に決定する
（ステップ１２２５）。
【０１７９】
　このとき、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージが強制ハンドオーバーメッセージである場合
、すなわち、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージに含まれたＨＯ　Ｔｙｐｅフィールドが１の
値に設定された場合に、図１１に示した手順に従って遂行される。言い換えれば、ＭＯＢ
_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを伝送し（ステップ１２３７）、サービング基地局との接続を解
除し（ステップ１２３９）、サービング基地局が伝送したターゲット基地局のリストのう
ちの一つの基地局にハンドオーバーを遂行する。
【０１８０】
　一方、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージが強制ハンドオーバーメッセージでない場合、す
なわち、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージに含まれたＨＯ　Ｔｙｐｅフィールドが０に設定
された場合にも、本発明の第２の実施形態によりサービング基地局のＣＩＮＲ値を継続し
て測定することが可能である。すなわち、上述したようにサービング基地局のＣＩＮＲ値
が第１のしきい値より高い場合（ステップ１２２９）、ハンドオーバーの取り消しを遂行
可能である（ステップ１２１９）。そうでない場合に、正常にハンドオーバーを遂行する
ことができる。その反面、サービング基地局のＣＩＮＲ値が第１のしきい値より低い場合
に、ターゲット基地局への正常なハンドオーバーを進行するか拒絶するかを判定した（ス
テップ１２３１）後に、ハンドオーバーを拒絶し（ステップ１２３３）、或いはハンドオ
ーバーを遂行する（ステップ１２３７，１２３９）。
【０１８１】
＜３．ＣＩＮＲ比較によるハンドオーバー取り消し及び拒絶＞
　図１３は、本発明の第３の実施形態による広帯域無線接続通信システムで、移動加入者
端末機がハンドオーバーの取り消し又は拒絶を遂行する手順を示すフローチャートである
。
【０１８２】
　図１３に示す本発明の第３の実施形態は、図１２の第２の実施形態と同一の手順を遂行
するが、但し、ハンドオーバーの決定及びハンドオーバーの取り消しの決定を遂行する基
準値に差がある。
【０１８３】
　図１３を参照すると、移動加入者端末機はサービング基地局のＣＩＮＲを所定の第１の
しきい値と比較してハンドオーバー手順を遂行するか否かを決定する。なお、ハンドオー
バーの遂行中に第１のしきい値と他の所定の第２のしきい値によってハンドオーバー又は



(38) JP 4489774 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

ハンドオーバーの取り消しを決定する。
【０１８４】
　まず、移動加入者端末機は、サービング基地局のＣＩＮＲをスキャニングする（ステッ
プ１３００）。その結果、サービング基地局のＣＩＮＲが所定のしきい値より低い場合に
、移動加入者端末機は、サービング基地局とのデータ送受信が難しいと判断し、隣接基地
局等のＣＩＮＲを測定する（ステップ１３１１）。すなわち、移動加入者端末機は、隣接
基地局をスキャニングするために、サービング基地局にＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＥＱメッセージ
を伝送し（ステップ１３０７）、サービング基地局からＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＳＰメッセージ
を受信する（ステップ１３０９）。
【０１８５】
　一方、ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＳＰメッセージが受信された移動加入者端末機は、隣接基地局
のＣＩＮＲを測定する（ステップ１３１０）。その測定結果、サービング基地局のＣＩＮ
Ｒが隣接基地局のうちの一つの基地局のＣＩＮＲより低い場合に（ステップ１３１１）、
移動加入者端末機は、ハンドオフを決定してサービング基地局にＭＯＢ_ＨＯ_ＲＥＱメッ
セージを伝送する（ステップ１３１２）。その反面、このような条件が満足しない場合に
、移動加入者端末機はステップ１３００に戻って、上記の手順を反復遂行する。
【０１８６】
　一方、本発明によってサービング基地局にＭＯＢ_ＨＯ_ＲＥＱメッセージが伝送されて
ハンドオーバー手順を遂行する中に、移動加入者端末機は継続してサービング基地局のＣ
ＩＮＲを測定し、サービング基地局のＣＩＮＲを隣接基地局のＣＩＮＲ値と比較する。そ
の結果、サービング基地局のＣＩＮＲが隣接基地局のＣＩＮＲより低い場合に、そのハン
ドオーバー手順が正常に遂行される。その反面、移動加入者端末機の移動によって、サー
ビング基地局のＣＩＮＲが隣接基地局のＣＩＮＲより高い場合に（ステップ１３１３）、
移動加入者端末機は進行中であるハンドオーバー手順を取り消す（ステップ１３１５）。
したがって、移動加入者端末機が上記のようにハンドオーバー手順を取り消すことに決定
すると、移動加入者端末機は、ハンドオーバー取り消し情報を含むＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメ
ッセージ（すなわち、‘ＨＯ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｔｙｐｅ’フィールドの値は０１に
設定する）をサービング基地局に伝送する（ステップ１３１７）。すると、ＭＯＢ_ＨＯ_
ＩＮＤメッセージを受信したサービング基地局は、ハンドオーバー手順を取り消し、移動
加入者端末機との接続を継続して維持する。
【０１８７】
　一方、ハンドオーバーの遂行中にサービング基地局のＣＩＮＲが隣接基地局のＣＩＮＲ
より低い場合に、サービング基地局は正常にハンドオーバー手順を遂行し、ＭＯＢ_ＨＯ_
ＲＳＰメッセージを移動加入者端末機に伝送する。次に、サービング基地局からＭＯＢ_
ＨＯ_ＲＳＰメッセージを受信された移動加入者端末機は、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセー
ジに含まれたターゲット基地局のリストを確認し（ステップ１３１９）、所定の条件によ
り一つのターゲット基地局を指定されたターゲット基地局に決定する（ステップ１３２１
）。
【０１８８】
　ここで、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージが強制ハンドオーバーメッセージである場合、
すなわち、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージに含まれた‘ＨＯ　Ｔｙｐｅ’フィールドが１
に設定された場合に、強制ハンドオーバーは図１１で上述した手順により遂行される。言
い換えれば、移動加入者端末機はＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを伝送し（ステップ１３
３３）、サービング基地局との接続を解除する（ステップ１３３５）。なお、移動加入者
端末機は、サービング基地局から伝送されたターゲット基地局のリストのうちの一つの基
地局にハンドオーバーを遂行する。
【０１８９】
　一方、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージが強制ハンドオーバーメッセージでない場合、す
なわち、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＳＰメッセージに含まれた‘ＨＯ　Ｔｙｐｅ’フィールドが０に
設定された場合に、本発明の第３の実施形態によるサービング基地局のＣＩＮＲを継続し
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て測定することができる。すなわち、サービング基地局のＣＩＮＲが隣接基地局のＣＩＮ
Ｒより高い場合に（ステップ１３２５）、ハンドオーバーを取り消すことができる（ステ
ップ１３１５）。そうでない場合には、ハンドオーバーを正常に遂行することができる。
その反面、サービング基地局のＣＩＮＲ値が隣接基地局のＣＩＮＲより低い場合に、ター
ゲット基地局に正常なハンドオーバーを遂行するか否かを判定する（ステップ１３２７）
。その結果、ハンドオーバーは拒絶され（ステップ１３２９）、又はハンドオーバーが遂
行される（ステップ１３３３，１３３５）。
【０１９０】
　上述したように、ハンドオーバーが移動加入者端末機の状況により拒絶される場合に（
ステップ１３３１）、移動加入者端末機はサービング基地局に更にＭＯＢ_ＨＯ_ＲＥＱメ
ッセージを伝送する（ステップ１３１２）。すなわち、ハンドオーバーが拒絶される場合
は、サービング基地局の送受信状態が悪くて移動加入者端末機が隣接基地局にハンドオー
バーしようとしたが、隣接基地局の送受信状態も悪いため、拒絶された場合である。この
とき、サービング基地局の送受信状態は継続して良くない可能性があるため、再びＭＯＢ
_ＨＯ_ＲＥＱメッセージをサービング基地局に伝送し（ステップ１３１２）、ターゲット
基地局を探すことが望ましい。
【０１９１】
　しかしながら、ＭＯＢ_ＨＯ_ＲＥＱメッセージに含まれる移動加入者端末機が選択した
推薦基地局に対する信頼度が低下することがあるため、もう一度すべての隣接基地局をス
キャニングしてより信頼性のある新たな推薦基地局を選択することが望ましい。それによ
って、図１４では上記の第２の場合について説明する。
【０１９２】
　図１４は、本発明の変形された第３の実施形態による広帯域無線接続通信システムで、
移動加入者端末機がハンドオーバーの取り消し又は拒絶を遂行する手順を示すフローチャ
ートである。
【０１９３】
　図１４を参照すると、図１４の実施形態は上述した差異を除いては上記の図１３の第２
の実施形態と同一の手順を有する。すなわち、前記移動加入者端末機がハンドオーバーす
ることを拒絶する場合に（ステップ１４２９）、移動加入者端末機はハンドオーバー拒絶
を示すＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージ（すなわち、‘ＨＯ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｔｙｐ
ｅ’フィールドの値は１０に設定する）をサービング基地局に　
伝送する（ステップ１４３１）。
【０１９４】
　その後、移動加入者端末機は、新たな推薦基地局を選択するために初期のスキャニング
を遂行する（ステップ１４００）。すなわち、サービング基地局のＣＩＮＲを更に測定し
て予め定められたしきい値と比較し（ステップ１４０３）、隣接基地局に対するスキャニ
ングを再び遂行する（ステップ１４０７，１４０９，１４１０）。次に、ステップ１４１
１以後のすべての過程は上記の図１３と同一に遂行される。
【０１９５】
　　以上、本発明の具体的な実施形態に関して詳細に説明したが、本発明の範囲を外れな
い限り、様々な変形が可能であることは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には
自明なことであろう。したがって、本発明の範囲は、上述した実施形態に限定されるもの
ではなく、特許請求の範囲及びこの特許請求の範囲と均等なものに基づいて定められるべ
きである。
【図面の簡単な説明】
【０１９６】
【図１】ＯＦＤＭ/ＯＦＤＭＡ方式を用いる一般的な広帯域移動通信システムの構造を示
すブロック構成図である。
【図２】ＯＦＤＭ/ＯＦＤＭＡ方式を用いる広帯域移動通信システムのダウンリンクフレ
ーム構造を概略的に示す図である。
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【図３】ＯＦＤＭ/ＯＦＤＭＡ方式を用いる広帯域移動通信システムのアップリンクフレ
ーム構造を概略的に示す図である。
【図４】ＯＦＤＭ/ＯＦＤＭＡ方式を用いる広帯域移動通信システムで加入者端末機と基
地局との間のレンジング手順を示す図である。
【図５】多重セルでのＯＦＤＭ/ＯＦＤＭＡ方式を用いる広帯域移動通信システムの構造
を示すブロック構成図である。
【図６】ＯＦＤＭ/ＯＦＤＭＡ方式を用いる広帯域移動通信システムで、加入者端末機の
要求によるハンドオーバー手順を示す図である。
【図７】ＯＦＤＭ/ＯＦＤＭＡ方式を用いる広帯域移動通信システムで、基地局の要求に
よるハンドオーバー手順を示す図である。
【図８】本発明の実施形態による広帯域無線接続通信システムで、基地局が強制ハンドオ
ーバーを遂行する手順を示すフローチャートである。
【図９】本発明の実施形態による広帯域無線接続通信システムで、端末機がハンドオーバ
ーの取り消しを遂行する手順を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の実施形態による広帯域無線接続通信システムで、端末機がハンドオー
バーの拒絶を遂行する手順を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の第１の実施形態による広帯域無線接続通信システムで、基地局が強制
ハンドオーバーを遂行する手順を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の第２の実施形態による広帯域無線接続通信システムで、端末機がハン
ドオーバーの取り消し又は拒絶を遂行する手順を示すフローチャートである。
【図１３】本発明の第３の実施形態による広帯域無線接続通信システムで、端末機がハン
ドオーバーの取り消し又は拒絶を遂行する手順を示すフローチャートである。
【図１４】本発明の変形された第３の実施形態による広帯域無線接続通信システムで、端
末機がハンドオーバーの取り消し又は拒絶を遂行する手順を示すフローチャートである。

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】



(44) JP 4489774 B2 2010.6.23

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  スン－ジン・リー
            大韓民国・キョンギ－ド・４４２－７４０・スウォン－シ・パルダル－グ・ヨントン－ドン・（番
            地なし）・ファンゴルマウル・＃１３３－１７０１
(72)発明者  チャン－ホイ・クー
            大韓民国・キョンギ－ド・４６３－０１０・ソンナム－シ・プンダン－グ・ジョンジャ－ドン・２
            ４１－８・セカンド・フロア
(72)発明者  ジュン－ジェ・ソン
            大韓民国・キョンギ－ド・４６３－０１０・ソンナム－シ・プンダン－グ・ジョンジャ－ドン・１
            ８１・サンノクマウル・ボソン・アパート・＃４０１－９０５
(72)発明者  ヨン－ムーン・ソン
            大韓民国・キョンギ－ド・４３０－０１３・アンヤン－シ・マナン－グ・アンヤン・３－ドン・８
            ９７－１・ジョンウーヴィラ・＃１０２
(72)発明者  ソ－ヒュン・キム
            大韓民国・キョンギ－ド・４４２－４７０・スウォン－シ・パルダル－グ・ヨントン－ドン・（番
            地なし）・シナン・アパート・＃５３１－１４０２
(72)発明者  ヒュン－ジョン・カン
            大韓民国・ソウル・１３５－８６０・カンナム－グ・ドゴク・１－ドン・９５４－６・ドゴクヴィ
            ラ・＃２０３

    審査官  中元　淳二

(56)参考文献  特開平０９－１３５４７７（ＪＰ，Ａ）
              Changhoi Koo et al.，Comments on IEEE 802.16e Handoff Draft，IEEE 802.16 Broadband Wir
              eless Access Working Group，２００３年　３月１１日，IEEE C802.16e-03/21r1，ＵＲＬ，htt
              p://wirelessman.org/tge/contrib/C80216e-03_21r1.pdf
              Sungjin Lee et al.，IEEE 802.16e HO options for forcing and suggesting HO，IEEE 802.16
               Broadband Wireless Access Working Group，２００３年　９月　４日，IEEE C802.16e-03/48
              ，ＵＲＬ，http://wirelessman.org/tge/contrib/C80216e-03_48.pdf

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04W  36/08
              H04J   1/00
              H04J  11/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

